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堤防 

3.1 総則 

3.1.1 総説 

本章は、東北地方太平洋沖地震を踏まえた地震・津波対策として整備する宮城県内全域の河川・海

岸堤防の設計を実施するために必要な技術的事項として、東北地方太平洋沖地震発生後に示されたレ

ベル１津波堤防（河川・海岸）の設計方針を整理し、取りまとめたものである。

レベル１津波堤防は、海岸保全区域から河川の河口部に設置され、津波や高潮などの波浪の影響を

受ける施設であることから、海岸保全施設技術研究会での検討を経て取りまとめられた「海岸保全施

設技術上の基準・同解説 平成 16 年 6 月 海岸保全施設技術研究会」に準拠することを基本とし、こ

の基準や本マニュアルに記載がない事項については、関連基準や参考資料に従うものとする。
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3.1.2 機能と構造 

堤防には、主に計画高水位（あるいは計画高潮位）以下の水位の流水の通常の作用に対し安全な構

造とする河川管理施設と、海岸堤防の背後にある人命・資産を高潮、津波及び波浪から防護するとと

もに、陸域の侵食を防止することを目的とした海岸保全施設がある。

津波対策として新規に設計する堤防（河川管理施設・海岸保全施設）は、設計津波を対象として天

端高等を設定し、仮に設計津波を上回る規模の津波が来襲した場合でも、施設が破壊・倒壊するまで

の時間を少しでも長くする、あるいは全壊に至る可能性を少しでも減らす構造上の工夫（「粘り強い構

造」）を施すものとする。

解説 

堤防には、土構造を主とした傾斜堤とコンクリート構造を主体とした直立堤、特殊堤等の形式が

ある。

適用基準からは、「河川管理施設」と「海岸保全施設」に分けられ、主として、前者は「改定解説・

河川管理施設等構造令 平成 12 年 1 月」、後者は「海岸保全施設の技術上の基準・同解説 平成 16
年 6月」に準拠する構造である。

宮城県のレベル１津波対策区間に設置される河川堤防ならびに海岸堤防（海岸保全施設）は、東

北地方太平洋沖地震を踏まえた地震・津波対策として、連続性に配慮した施設として整備されるも

のであることから、河川管理施設と海岸保全施設を区分せずに取りまとめた。

また、「平成 23 年東北地方太平洋沖地震及び津波により被災した海岸堤防等の復旧に関する基本

的な考え方 平成 23 年 11 月 16 日 海岸における津波対策検討委員会」では、設計対象津波以上の

津波が来襲し、河川や海岸堤防の天端を越流した場合でも、施設が破壊・倒壊するまでの時間を少

しでも長くする、あるいは、施設が完全に流出した状態である全壊に至る可能性を少しでも減らす

といった減災効果を目指した構造上の工夫（粘り強い構造）を施すこととしている。したがって、

堤防設計においては、今次津波の被災実態から得られた知見を基に、構造上の配慮を行うものとし

た。

図 3.1.1 堤防における粘り強い構造の例 

出典：「粘り強い構造の海岸堤防について 国土交通省」
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START

初期断面の設定

レベル２耐震照査※1,2

レベル１耐震照査※1

条件確認

＜傾斜堤＞
耐震対策※3

END

＜傾斜堤以外＞
形状・構造
の見直し※1

Ok

Out

Ok

Out

※1：河川構造物の耐震性能照査指針/同解説 H24.2
※2：静的解析に用いる震度は※1による。
静的解析が適用できない場合には、動的解析を行うことが出来る。
・動的解析に用いる地震動は、以下のとおり。

L2-1が想定宮城県沖連動型
L2-2が道路橋示方書・同解説 Ⅴ耐震設計編H14.3の波形

※3：河川堤防の液状化対策工法設計施工マニュアル（案） H9.10
（液状化の検討・対策工の検討に用いる震度もこれによる。）

3.1.3 適用の範囲 

国土交通省 水管理国土保全局所管の所管する河川堤防と海岸堤防のうち、今回の災害で復旧するレ

ベル１津波対策区間の施設に適用する。

解説 

本マニュアルは、今回の災害で復旧するレベル１津波対策区間の堤防（水管理国土保全局所管）

に適用する。

原形復旧堤防や津波の影響を受けない堤防は、現行基準に従うものとする。

設計基準に係る通達等が発出された場合や、新たな知見により関連する基準が改訂された場合に

は、適宜それらに準拠するものとする。

3.1.4 設計フローチャート 

図 3.1.2 堤防設計フローチャート 
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3.2 設計条件 

3.2.1 使用材料 

構造設計に使用する代表的な材料の規格、単位体積重量、弾性係数、許容応力度、許容応力度の割

増し係数について示す。

なお、本マニュアルに記載されていない材料（例えば、PHC杭、SC杭、鋼管ソイルセメント杭等）

を使用する場合には、「杭基礎設計便覧 平成 19 年 1 月」、「道路橋示方書・同解説 Ⅰ共通編 Ⅳ下部

構造編 平成 24 年 3 月」等を用いて設定する。

(1) 規格 

コンクリート

コンクリートの設計基準強度は、以下の使用を基本とする。

無筋コンクリート 18N/mm2

鉄筋コンクリート 24N/mm2

水中コンクリート 30N/mm2

解説 

使用するコンクリートの設計基準強度は、「宮城県共通仕様書 土木工事編Ⅰ 平成 25 年 10
月」及び、「土木構造物設計マニュアル（案） 樋門編 平成 13 年 12 月」、「土木構造物設計マ

ニュアル（案）に係わる設計・施工の手引き（案） 樋門編 平成 13 年 12月」、「土木構造物設

計マニュアル（案）土工構造物・橋梁編 平成 11 年 11 月」、「土木構造物設計マニュアル（案）

に係わる設計・施工の手引き（案） ボックスカルバート・擁壁編 平成 11 年 11 月」、「港湾の

施設の技術上の基準・同解説 上下 平成 19 年 7 月」などを参考に設定した。

水セメント比の規定は、「宮城県共通仕様書 土木工事編Ⅰ 平成 25 年 10 月」を参照するもの

とする。
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表 3.2.1 コンクリート規格 

(1)河川・海岸のレベル１津波堤防区間及び感潮区間に使用する鉄筋コンクリート 

コンクリート仕様（鉄筋コンクリート） 

呼び強度 スランプ
粗骨材の

最大寸法

最大

水セメント比
最小セメント量

24N 8cm 25(20)mm 45％
300kg/m3

又は

330kg/m3

適 用 施 設 

○レベル１津波堤防区間及び海岸堤防（原形復旧） 

・レベル１津波堤防および海岸堤防（原形復旧）の鉄筋構造物（構造計算上、鉄

筋が必要となる構造物）については全て適用。（例、特殊堤、樋門・樋管等）

・その他類似構造物。

○感潮区間 

・海水の影響を受ける鉄筋構造物（構造計算上、鉄筋が必要となる構造物）につ

いては全て適用。

・その他類似構造物。

(2)河川・海岸のレベル１津波堤防区間及び感潮区間に使用する無筋コンクリート 

コンクリート仕様（無筋コンクリート） 

呼び強度 スランプ
粗骨材の

最大寸法

最大

水セメント比
最小セメント量

18N 8cm 40mm 55％ －

適 用 施 設

○レベル１津波堤防区間 

・海側（川側）の被覆工。

・海側（川側）の基礎工。（直接基礎、矢板基礎コーピング）

・海側（川側）の階段工。

・天端工。

・隔壁工。

・直立堤、混成堤の重力式擁壁等。

・現地状況により、海水の影響を考慮すべき構造物。

 ※陸側が水中又は潮位の影響を受ける場合の陸側基礎工など。

・その他類似構造物。

○海岸堤防 

・海岸堤防（原形復旧）の無筋構造物については全て適用。

・その他類似構造物。

○感潮区間 

・海水の影響を受ける無筋構造物については全て適用。

・その他類似構造物。
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表 3.2.2 東北地方整備局 土木工事共通仕様書（参考資料） 

3
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鋼材等

使用する鋼材の規格は、以下を基本とする。

鉄筋 ：SD345 
鋼矢板 ：SY295 （SY390、SYW295、SYW390）※

H 鋼 ：SS400 
鋼管杭 ：SKK400、SKK490 
出典：「改訂新版 河川砂防技術基準（案）同解説・設計編Ⅰ 平成 9年 10 月」p80,81 
   ※「鋼矢板設計から施工まで 鋼管杭協会」p3 

(2) 単位体積重量 

コンクリートの単位体積重量

無筋コンクリート ：23.0kN/m3

鉄筋コンクリート ：24.5kN/m3

出典：「道路橋示方書・同解説 Ⅰ共通編 Ⅳ下部構造編 平成 24 年 3月」p17 

鋼材等の単位体積重量

鋼材 ：76.98kN/m3

出典：「改訂新版 河川砂防技術基準（案）同解説・設計編Ⅰ 平成 9年 10 月」p82 

土の単位体積重量

礫質土 γ（湿潤）＝20kN/m3、γ'（水中）＝11kN/m3

砂質土 γ（湿潤）＝19kN/m3、γ'（水中）＝10kN/m3 

出典：「道路橋示方書・同解説 Ⅰ共通編 Ⅳ下部構造編 平成 24 年 3月」p47 

解説 

単位体積重量は、上記を標準として使用することができるが、土質調査結果がある場合はそ

れに基づいて設定することができるものとする。

飽和重量は、水中重量に淡水、海水の単位体積重量を加える。

海水の単位体積重量

10.1kN/m3

出典：「港湾の施設の技術上の基準・同解説 上下 平成 19 年 7月」p203 
1.03t/m3 1.03×9.8＝10.1kN/m3
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(3) 弾性係数 

表 3.2.3 弾性係数

弾性係数 摘要 

コンクリート Ec(N/mm2) 2.50×104 σck=24N/mm2

鉄筋（鋼材） Es(N/mm2) 2.06×105

出典：「道路橋示方書・同解説 Ⅳ下部構造編」p157,158、「改訂新版 河川砂防技術基準（案）

同解説・設計編Ⅰ 平成 9年 10 月」p79 

解説 

鉄筋とコンクリートのヤング係数比は、n=Es/Ec=15とする。

コンクリートの弾性係数は、「改訂新版 河川砂防技術基準（案）同解説・設計編Ⅰ 平成 9 年

10 月（p79）」と表 3.2.3 とでは異なっているが、主要な外力の一つである土圧の計算の考え方

を「道路橋示方書・同解説」に準拠することを踏まえ、「道路橋示方書・同解説」や「コンクリー

ト標準仕様書」を採用した。

(4) 許容応力度 

許容応力度は、「改訂新版 河川砂防技術基準（案）同解説・設計編Ⅰ 平成9年10月（p80,81）」
に準拠する。

コンクリート

表 3.2.4 コンクリートの許容応力度 

単位（上段kgf/cm2、下段N/mm2）

ｺﾝｸﾘｰﾄの設計基準強度( ck ) 
応力度の種類

210 
｛20.6｝

240 
｛23.5｝

270 
｛26.5｝

300 
｛29.4｝

圧縮

応力度

曲げ圧縮応力度
70 

｛6.86｝
80 

｛7.85｝
90 

｛8.83｝
100 

｛9.81｝

軸圧縮応力度
55 

｛5.39｝
65 

｛6.37｝
75 

｛7.35｝
85 

｛8.34｝

せん断

応力度

コンクリートのみでせん断力を

負担する場合（ 1 ）

3.6 
｛0.353｝

3.9 
｛0.382｝

4.2 
｛0.412｝

4.5 
｛0.441｝

斜引張鉄筋と協同して負担する場合

（ 2 ）
16 

｛1.57｝
17 

｛1.67｝
18 

｛1.77｝
19 

｛1.86｝

鋼材等
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(5) 許容応力度の割増し係数 

許容値の割増係数は、「改訂 新版 河川砂防技術基準（案）同解説・設計編Ⅰ 平成 9 年 10 月

（p81）」、「柔構造樋門設計の手引き 平成 10 年 11 月（p75）」に準拠する。

整理すると、以下のとおりである。

表 3.2.5 許容応力度の割増係数 

状  態 割増係数 備考 

常 時 1.00  
地 震 時 1.50  
風 荷 重 1.25  
施 工 時 1.50  

温度変化の影響 1.15  
温度変化の影響＋風荷重 1.35  
温度変化の影響＋地震 1.65  

津 波 時 1.50  
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3.2.2 安全率と許容変位量 

(1) 直接基礎 

直接基礎の安定条件は、以下のとおりとする。

表 3.2.6 直接基礎の構造物の安全率 

項目 常時 地震時（津波時） 

支持力 3 2 
転倒 合力の作用点が中央 1/3 以内 合力の作用点が中央 2/3 以内

滑動 1.5 1.2 
出典：「改訂新版 河川砂防技術基準（案）同解説 設計編Ⅰ 平成 9年 10 月」p82 

(2) 杭基礎 

杭基礎の安定条件は、「道路橋示方書・同解説 Ⅳ下部構造編 平成 24 年 3月」による。

表 3.2.7 杭基礎の構造物の安全率 

出典：「道路橋示方書・同解説 Ⅳ下部構造編 平成 24 年 3 月」p383,395 

解説 

杭基礎の許容変位量は、「改訂新版 河川砂防技術基準（案）同解説 設計編 I 平成 9年 10 月」、

「河川構造物の耐震性能照査指針（案）一問一答 平成24 年 2月」を参考に以下のとおりと

する。

表 3.2.8 杭基礎の変位量 

項目 水平変位量 

常時 10mm 
地震時・津波時 15mm 

杭の配置は、「道路橋示方書・同解説 Ⅳ下部構造編 平成 24 年 3月」に従う。

既製杭の最大間隔は、10D又は 4m 以下としている例が多い。

出典：「河川構造物設計要領 平成 15 年 4 月 国土交通省中部地方整備局」p2-11-5 
「土木工事設計マニュアル 平成 24 年 4月 国土交通省中国地方整備局」p2-4-1 

項目 常時 地震時（津波時） 

支

持

力

軸方向押込支持力 支持杭 3 摩擦杭 4 支持杭 2 摩擦杭 3 

軸方向引抜力 6 3 

軸直角方向支持力
杭体内の許容応力度及び杭頭変位量が

規定値を超えないこと
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3.2.3 荷重 

設計に用いる荷重は、必要に応じて以下を考慮するものとする。

活荷重

土圧・見かけの震度

水圧

揚圧力

波圧（高潮時、津波時）

風荷重

雪荷重

温度変化の影響

地震の影響

摩擦係数

施工時荷重

津波時における衝突荷重

解説 

その他、必要と想定される荷重は、適宜考慮できるものとする。

堤防を対象にした場合の設計荷重の代表的な組み合わせを表 3.2.9に示す。

表 3.2.9 堤防形式と考慮する荷重の関係 

項  目 傾斜堤 
直立堤 

特殊堤 
備考 

活荷重 ○ ○ 

土圧・見かけの震度 ○ ○ 

水圧 △ ○ 

揚圧力 － ○ 

波圧（高潮時、津波時） － △ パラペットは特殊堤と見なす。

風荷重 － △

雪荷重 － △

温度変化の影響 － △

地震の影響 ○ ○

摩擦係数 － ○

施工時荷重 △ △

津波時における衝突荷重 － △

その他 △ △

○：考慮する、 △：条件によって考慮する。

堤防形式は、「3.3 堤防形式の選定」に示す。

3-13



(1) 活荷重 

活荷重は、下記を標準とする。

・常 時 q=10kN/m2

・地震時 q=5kN/m2（矢板及び法面安定計算の場合）

0kN/m2（重力式の場合）

解説 

常時・地震時に天端や管理用通路に活荷重を考慮する。

道路兼用施設となる場合は、衝突荷重（車両）を別途考慮することができる。

なお、直立堤等の重力式構造物の安定計算においては、「道路橋示方書・同解説 Ⅰ共通編 Ⅳ下

部構造編 平成 24年 3月」に基づき、地震時の活荷重を 0kN/m2としても良い。
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(2) 土圧 

常時土圧

常時土圧は、クーロン式による。

ⅰ）砂質土

qKXKP AAA

qKXKP PPP

ⅱ）粘性土

qKKc2XKP AAAA
ただし、 0PA≧

qKKc2XKP pppp

ただし、 2
2

2

A

coscos
sinsin1coscos

cosK

2
2

2

p

coscos
sinsin1coscos

cosK

なお、 0 の場合には、 0sin ＝ とする。

ここに、 ：土の単位体積重量（kN/m3）

AP  ：深さXにおける主働土圧強度（kN/m2）

PP ：深さXにおける受働土圧強度（kN/m2）

AK  ：クーロン土圧による主働土圧係数

PK ：クーロン土圧による受働土圧係数

 X ：土圧 AP 、 PP が壁面に作用する深さ（m）
 C ：土の粘着力（m）

q ：地表面載荷荷重（kN/m2）

：土のせん断抵抗角（度）

：地表面と水平面とのなす角（度）

：壁背面と鉛直面とのなす角（度）

：壁背面と土との間の壁面摩擦角（度）

用いている角度は、反時計回りを正とする。

出典：「道路橋示方書・同解説 Ⅰ共通編 Ⅳ下部構造編 平成 24年 3月」p45、「海岸保全
施設の技術上の基準・同解説 平成 16年 6月」p2-105～109など。
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図 3.2.1 土圧 

解説 

土圧計算においては、背後地盤を堤防天端高で水平として扱う。

これは、背後地盤を水平とした場合のクーロン土圧と、堤防形状を考慮した試行くさび法に

よる土圧の差が数パーセントであり、計算上の支配条件にならないためである。

地震時土圧

礫質土・砂質土の地震時の土圧は、修正物部・岡部式による。

解説 

地震時の土圧は、「河川構造物の耐震性能照査指針・解説 Ⅰ共通編 平成 24年 2月」に示さ
れているように、修正物部・岡部式を用いるものとする。これに記載されている修正物部・岡

部式（解 5.4.2）は、背後の地表面勾配が水平（α＝0°）で、壁背面と鉛直面のなす角が鉛直
（θ＝0°）の場合に適用されるものである。直立堤の背面勾配に応じて、適宜計算する必要
がある。

これ以外は、物部・岡部式を用いることができる。

傾斜式矢板併用（鋼矢板基礎護岸）の形式のように、矢板を用いた自立式の構造物は、主働

土圧と受働土圧のつり合いにより構成されることから、主働土圧、受働土圧とも、物部・岡部

式を採用する。

修正物部・岡部式の考え方は、「道路橋示方書・同解説 Ⅴ耐震設計編 平成 14年 3月」等を
参照するものとする。
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図 3.2.2 地震時土圧の算定 

出典：「道路橋示方書・同解説 Ⅴ耐震設計編 平成 14年3月」p65～68 
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図 3.2.2 地震時土圧の算定 

出典：「道路橋示方書・同解説 Ⅴ耐震設計編 平成 14年3月」p65～68 
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図 3.2.2 地震時土圧の算定 

出典：「道路橋示方書・同解説 Ⅴ耐震設計編 平成 14年3月」p65～68 
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壁面摩擦角

壁面摩擦角は、「道路橋示方書・同解説 Ⅰ共通編 Ⅳ下部構造編 平成 24年 3月」に準拠する。

解説 

壁面摩擦角は、地震時土圧として修正物部・岡部式を適用するため、表 3.2.10 に示すよう
に「道路橋示方書・同解説 Ⅰ共通編 Ⅳ下部構造編 平成 24年 3月（p49）」に準拠する。なお、
「道路橋示方書・同解説 Ⅰ共通編 Ⅳ下部構造編 平成 14年 3月（p43）」と同じである。

表 3.2.10 土圧作用面の壁面摩擦角 

橋台の種類 検討種類 摩擦角の種類 
壁面摩擦角δ 

常時δ 地震時δE

重力式橋台
安定計算

壁の断面計算
土とコンクリート φ/3 0 

逆Ｔ式橋台

控え壁式橋台

安定計算 土と土 φ φ/2 
壁の断面計算 土とコンクリート φ/3 0 

水中の見かけの水平震度

地下水位以深の土による地震時土圧を算定する際には、以下に示す水中の見かけの水平震度を

用いる。

hg
21

2w21
gh k

qhh
qhhhk

ここに、 ghk ：水中の見かけの水平震度

：地下水位以浅の土に単位体積重量（kN/m3）

：地下水位以深の土の水中の見かけの単位体積重量（kN/m3）

w ：水の単位体積重量（kN/m3）

1h  ：地下水位以浅の土層厚(m) 

2h  ：地下水位以深の土層厚(m) 
q ：地震時の地表載荷荷重（kN/m2）

hgk ：レベル１地震動の地盤面における水平震度 hgk 又はレベル２地震動の地

盤面における水平震度 g1hk もしくは g2hk

出典：「河川構造物の耐震性能照査指針・解説 Ⅰ共通編 平成 24年 2月」p16 
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(3) 水圧（静水圧、残留水圧、地震時動水圧） 

静水圧

水面からの深さに応じて求める。

Ph = γw・h 
ここに、 Ph ：水面よりhの深さの静水圧強度（kN/m2）

γw ：水の単位体積重量（kN/m3）

 h ：水面よりの深さ(m) 
出典：「改訂新版 河川砂防技術基準（案）同解説・設計編Ⅰ 平成 9年 10月」p162 

解説 

水の単位体積重量は、淡水の場合 9.8kN/m3、海水の場合 10.1kN/m3を使用する。

残留水圧

残留水圧としては、以下に示す残留水位による水圧を考慮することを基本とする。

岩着基礎の重力式は矢板式に準ずる。

重力式 ： LWLHWL
3
1

・・・・・水の通りの良いもの

矢板式 ： LWLHWL
3
2

・・・・・水の通りの悪いもの

出典：「改訂新版 河川砂防技術基準（案）同解説・設計編Ⅱ 平成 9年 10月」p130 

解説 

残留水圧の算定における水位設定は、海岸・河川において下記のとおり使い分ける。

海岸  HWL：朔望平均満潮位、 LWL：朔望平均干潮位
河川  HWL：計画高水位、   LWL：平水位

残留水圧（水位）は、堤防形式、裏込材料や基礎材料の透水性、矢板や水抜工の有無と位置

等を考慮して設定する。また、水門や堰等によって湛水域となる場合など、上記によりがたい

場合は、状況に応じて設定するものとする。

3-21



補足 

直立堤等の重力式構造の施設は、HWL時とLWL時で検討を行う。
LWL時 ：水圧としては残留水圧を考慮する。浮力は残留水位以下に作用する。

HWL時 ：残留水位をHWLとすれば、残留水圧は考慮しないが、
 浮力は残留水位以下に作用する。

図 3.2.3 模式図 

直立堤が岩着基礎の場合には、堤体の透水性や背後の地形を踏まえて、堤内の水位上昇に

よる水圧の増加を防止するためにHWL以上の箇所に水抜き孔を設置する。捨石混成堤とな
る場合には、水抜き孔は設置しない。

地震時動水圧

地震時動水圧は、Westergaard式により算出する。

hHk
8
7p hswd

ここに、 pd ：地震時動水圧（kN/m2）

w ：水の単位体積重量（kN/m3）

 khs ：地震時に構造物に生じる応答に相当する水平震度

 H ：水深（m）
 h ：水面から地震時動水圧が作用する点までの水深（m）
出典：「河川構造物の耐震性能照査指針・解説 Ⅰ共通編 平成 24年 2月」p18 

解説 

地震時動水圧の計算方法は、「河川構造物の耐震性能照査指針・解説 平成 24年 2月」を適
用した。
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(4) 揚圧力 

揚圧力は、以下により算出する。

o2px Wdl
l
lxl

hhU

ここに、 Upx ：任意点における揚圧力（kN/m2）

 Wo ：水の単位体積重量（kN/m3）

h ：上下流の水位差（h2－h1）（m）
∑1 ：全浸透路長（m）

 lx ：上流端から任意の点までの浸透経路長（m）
 dl ：任意の点における床版もしくは水叩きの厚さ（m）
 h2 ：下流水深（m）

図 3.2.4 模式図 

出典：「改訂新版 河川砂防技術基準（案）同解説・設計編Ⅰ

平成 9年 10月」p90 

解説 

揚圧力は、構造物と基礎地盤との接触面に垂直に作用するものとし、対象構造物の上下流、あ

るいは前面・背後の水位により求める。

揚圧力の作用が明らかな場合にはこれを考慮しなければならないが、その作用が明らかにでき

ない場合にも、経年的な水の浸透あるいは構造物設置状況によってこれらが作用することが予測

されるため、設計は安全側になるようにその作用を考えることとする。

例えば、安定計算のうち、転倒や滑動などの計算には考慮し、支持の計算には無視する方法な

どが考えられる。

「改訂新版 河川砂防技術基準（案）同解説 設計編Ⅰ 平成 9年 10月」、「柔構造樋門設計の
手引き 平成 10年 11月」による。
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(5) 高潮時・津波時の水位と波圧 

高潮時・津波時の水位と波圧は、対象とする施設、地域、水象に応じて設定する。

なお、原形復旧施設に対しては、津波波圧を作用させない。

解説 

波圧の与え方は、「2.6 高さの基準、設計波及び広域地盤沈下量」に準拠して施設、地域、水象
ごとに設定するものとする。

高潮時には、現地状況に合わせて合田式あるいは、冨永・久津見式から算出した波圧を考慮し、

津波時には地域等に応じて、静水圧もしくは衝撃段波波圧（分裂考慮、朝倉らの式（ICE2002）
による水深係数を採用）を適切に選択するものとする。

表 3.2.11 水位と波圧の設定 

施設 地域 
水象 

高潮 津波 

パラペット

胸壁
これに準ず

る構造のも

のも含む。

①仙台湾沿岸以外の海岸

②仙台湾沿岸のうち、防

波堤の内側、松島湾内、

リアス式海岸

水位：計画高潮位

波圧：合田式または

冨永・久津見式

水位：設計津波水位+1.0m 
波圧：上記水位の静水圧

・仙台湾沿岸

（石巻市長浜海岸から

山元海岸までの砂浜海

岸、ただし上記②は除

く）

水位：計画高潮位

波圧：合田式または、

冨永・久津見式

水位：津波水位（せり上がりなし）

波圧：衝撃段波波圧（分裂考慮、

朝倉らの式（ICE2002）
による水深係数を採用）を

基本とする。

傾斜堤 ・全域 波圧：考慮しない 波圧：考慮しない。

(6) 風荷重 

風荷重は、W=2.94kN/m2とし、地域特性に応じてこの値以上とする。

出典：「改訂新版 河川砂防技術基準（案）同解説・設計編Ⅰ 平成 9年 10月」p79 

解説 

「改訂新版 河川砂防技術基準（案）同解説 設計編Ⅰ 平成 9年 10月」、「柔構造樋門設計の
手引き 平成 10年 11月」による。
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(7) 雪荷重 

雪荷重は、W=0.98kN/m2とする。

出典：「宮城県土木設計マニュアル 平成 21年 7月」p9～11 

解説 

「宮城県土木設計マニュアル 平成 21年 7月」によると、宮城県の沿岸域は、寒冷地域に指定
されていることから、「改訂新版 河川砂防技術基準（案）同解説・設計編Ⅰ 平成 9年 10月」の
標準値を用いる。

(8) 温度変化の影響 

構造物（一般に、大気中にある構造物について考慮）に応じて、温度変化の影響を考慮する。

出典：「改訂新版 河川砂防技術基準（案）同解説・設計編Ⅰ 平成 9年 10月」p77 

解説 

門型やボックス型の構造となる場合には、必要に応じて温度変化の影響を考慮する。

温度荷重は、温度の上昇によって物体の長さ・体積が膨張する割合を、1K（℃）当たりで示し
たもので、単位は 1/Kである。コンクリート構造物は 10×10-6（/℃）、鋼構造物は 12×10-6（/℃）
である。

気候寒冷地方を適用して、基準温度は＋10℃とし、温度変化は±15℃とする。

「改訂新版 河川砂防技術基準（案）同解説・設計編Ⅰ 平成 9年 10月」、「柔構造樋門設計
の手引き 平成 10年 11月」による。
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(9) 地震の影響 

堤防に作用する地震の影響は、レベル１地震動及びレベル２地震動について考慮することを基本

とする。

耐震検討においては、レベル１地震動による照査を行ったうえで形状や断面等を決定し、その条

件に対してレベル２地震動による照査を実施するものとする。レベル２地震動の照査は、「河川構造

物の耐震性能照査指針・解説 平成 24年 2月」によるものとする。

解説 

「河川構造物の耐震性能照査指針・解説 平成 24年 2月」ではレベル１地震動の照査を省略し
ているが、海岸保全施設と同一の安全度を確保する観点から、「海岸保全施設の技術上の基準・同

解説 平成 16年 6月」に基づき、レベル１地震動及びレベル２地震動の照査を行うことを基本と
した。

(10) 摩擦係数 

基礎底面のせん断抵抗力を求める際の摩擦角と付着力は、以下のとおりとする。

表 3.2.12 摩擦角と付着力 

条件 摩擦角 （摩擦係数tan ） 付着力CB

土とコンクリート ＝
2
3 CB=0 

土とコンクリートの間に栗石を敷く場合
tan � 0.6

� CB=0 

岩とコンクリート tan � 0.6 CB=0 
土と土又は岩と岩 � CB=C 

ただし、φ：支持層のせん断抵抗角（°） C：支持層の粘着力（kN/㎡）
出典：「道路橋示方書・同解説 Ⅰ共通編 Ⅳ下部構造編 平成 24年 3月」p309 

解説 

土圧の算定に、「道路橋示方書・同解説 Ⅰ共通編 Ⅳ下部構造編 平成 24年 3月」を用い
ることから、摩擦係数もこれによることとした。

ただし、土質試験を行うことが困難で、十分に締め固められた砕石を敷設する場合には、

tan	 � 0.6とすることができるものとする。

「道路橋示方書・同解説 Ⅰ共通編 Ⅳ下部構造編 平成 24年 3月」による。

の小さい方
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(11) 施工時荷重 

施工時に重機等の影響を考える必要がある場合には、これを考慮して設計する。

解説 

施工場所が狭小で施工時に重機が近接するなど、重機の影響を考慮する必要がある場合に

は、これを考慮することとする。

(12) 津波時における衝突荷重 

施設天端までの水圧を見込むため、衝突荷重は考慮しないことを基本とする。

ただし、漂流物等が想定される場合、現場状況に応じて考慮できるものとする。

解説 

波圧については、「3.2.3 (5) 高潮時・津波時の水位と波圧」を参照のこと。
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3.3 堤防形式の選定 

堤防形式は、海岸保全施設においては、砂浜海岸の場合は傾斜型（傾斜堤）、岩礁海岸の場合は直立型

（直立堤）を基本とする。河川管理施設においては、傾斜型（傾斜堤）を基本とする。

地盤条件、土地利用の制約等でやむを得ない場合には、特殊堤を採用できるものとする。

解説 

堤防設置箇所の地盤条件により、傾斜型と直立型に大別する。選定条件は、図 3.3.1のとおりであ
る。

河川堤防においては、土堤構造が原則であることから、傾斜型を基本としている。

①傾斜式（不透過）  

法先水深が浅く、仮締切りによる施工が可能な場合に採用する。

②傾斜式（透過）  

前浜があり、陸上施工によってドライ施工が可能な場合に採用する。

③傾斜式矢板併用（不透過）  

法先水深が深く、仮締切りによる施工が困難もしくは不経済な場合に採用する。

④直立式  

砂浜が無く、地盤が良好な場合に採用し、岩着基礎を基本とする。

設置水深が－1.0m未満で水中施工が可能な場合に採用する。

⑤混成式  

設置水深が－1.0m以上で水中施工が困難な場合に採用する。
但し、背後地盤がHHWL以下の場合は採用しない。

⑥特殊堤  

用地等の制約がある場合で移転補償が困難な場合に採用できるものとする。

仙台湾の外洋に面した海岸では、津波波圧が大きいため採用しない。
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傾斜型

直立型

特殊堤

L1津波
対応施設

傾斜式(不透過) 

傾斜式(透過) 

傾斜式矢板併用

直立式

混成式

法先水深が浅く仮締切りにより施工が可能な場合

前浜があり、陸上施工によってドライ施工が可能な場合

法先水深が深く、仮締切りによる施工が困難もしくは不経済な場合

砂浜が無く、地盤が良好な場合に採用し、岩着基礎を基本. 
設置水深が－1.0ｍ未満で水中施工が可能な場合

設置水深が－1.0ｍ以上で水中施工が困難な場合
但し、背後地盤がHHWL以下の場合は採用しない。

※1 傾斜型については、陸上への設置を基本とする。矢板併用式とする場合は、矢板の腐食対策を行い、長期的な安定性に十分配慮すること
※2 直立型については、岩着を基本とする。混成式とする場合は、背面盛土の吸出し対策を行い、長期的な安定性に十分配慮すること

原形復旧

傾斜型

直立型

混成型

現況継ぎ足

再構築

現況の被災施設が沈下のみで嵩上げ再利用が可能な場合

現況が機能不可又は嵩上げ再利用が不可能な場合

図 3.3.1 堤防形式の選定 

3
-
2
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3.4 堤防の天端高など 

3.4.1 海岸保全施設 

海岸保全施設の天端高は、設計津波の水位又は高潮時の打ち上げ高などにそれぞれ余裕高（1m）を
加えた値の高い方を標準とする。

解説 

海岸保全施設の天端高は、津波計画堤防高と高潮計画堤防高のいずれか高い方から設定される。

津波計画堤防高は、設計津波の水位に余裕高を見込んで設定される。設計津波の水位は、頻度の

高い津波を対象に痕跡もしくは津波解析により求めたものであり、「設計津波の水位の設定方法等に

ついて 平成 23年 7月 8日 農林水産省、国土交通省 通知」に基づいて算定されている。この水
位には、堤防によるせり上がりも考慮されている。

高潮計画堤防高は、計画高潮位と 30 年確率波の打ち上げ高及び越波量を満足する高さに余裕高
を考慮して設定される。なお、許容越波量は各海岸での背後の土地利用を考慮して決定する。
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3.4.2 河川管理施設 

河川管理施設の天端高は、河川津波水位又は高潮の打ち上げ高に 1.0mを加えた高さ以上とするこ
とを原則とする。

海岸堤防と同一の安全度を確保するため、河口部においては海岸保全施設の天端高と同一として第

一の山付部等までをレベルとし、山付部等を境に水位縦断分布に応じて階段状（レベル）に堤防高を

下げていくものとする。なお、自己流として必要な堤防高は確保するものとする。

解説 

河川区間の堤防高の設定方法は、以下の通りとする。

①河口部における堤防の高さは、海岸保全施設の天端高と同一とする。

②レベル１津波対策区間の津波対策の堤防の高さは、津波水位に「必要と認められる値」1.0mを
加えた値を基本とする。

③堤防高の縦断変化点の考え方は、以下のとおり。

河口から第１の山付部までは、隣接する海岸堤防と同一の高さとすることを基本とする。

海岸堤防と同一の高さとする区間から上流は、河川津波遡上計算水位に「1.0m」を加え
た高さで水平に（レベルで）設定することを基本とする。

堤防高の変化は山付部で行い、河川津波遡上シミュレーションによる計算水位の減衰に

従って、区間毎に上流に向かって階段状に（レベルで）高さを下げていくことを基本と

する。

異なる堤防高間のすりつけ勾配は、6％を標準とする。

④補足事項

運河等、海岸線に近接し平行に流れる河川は、津波来襲時に低部から越流することがな

いよう一定の高さで設定する。

第 1の山付部より上流で、高さの変化点が概ね 1.0km以上離れており、その区間の高さ
が計算水位に対して著しく過大となる場合には、計算水位に「1.0m」を加えた高さを包
含するように上流に向かって一定勾配で高さを下げていく。

河口から第 1の山付部までの間に計算水位波形が減衰傾向とならない場合は、減衰傾向
が表れる距離より上流の山付部まで、隣接する海岸堤防と同一の高さとする。

JRや国道、主要道路など二線堤として評価できる盛土を山付部とみなすことができる。
レベル１津波対策区間とは、「施設設計上の津波水位」に「必要な高さ」を加えた「津

波対策の堤防高さ」が、自己流の計画高水位に流量に応じた余裕高を加えた堤防高より

も高い区間をいう。
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図 3.4.1 河川における堤防天端高の設定例 

特別な考え方（県独自） 

運河等、海岸線に近接しこれと平行に流れる河川は、河床勾配がレベルに近く、河口から進入

した津波が奥深くまで到達することが想定される。津波来襲時に低部から越流することが無い

よう、堤防高さを一定の高さで設定する。

第一山付け箇所を超えても津波水位が減衰しない場合は、次の山付け箇所まで一定の高さとす

る。

図 3.4.2 山付けの考え方 
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3.4.3 海岸堤防との取付け方法  

海岸堤防と河川堤防の取付け部については、海岸堤防の法線に対して直角となるよう配置し、取付

け部の曲率半径はR=15m以上とする。

解説 

河川堤防と海岸堤防との取付け形状は、河口幅を広くすると津波が入りやすくなることや鋭角に

取り付けると端部が弱部になる恐れがあることから、直角交差を基本とし、管理用道路として天端

を使用するため、設計速度 20km/hの曲率半径を採用し、R＝15m以上とした。なお、管理用道路
としての走行が困難な場合は、必要に応じて拡幅できるものとする。

堤防の曲線部については、場所打ちコンクリートとするものとし、隔壁工で構造を分離する。

図 3.4.3 海岸堤防との取付け方法 
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3.5 傾斜堤 

3.5.1 基本形状 

傾斜堤の形状は、次を標準とする。

(1)傾斜式 

(2)傾斜式矢板併用 

図 3.5.1 傾斜型堤防（傾斜堤）の形状 

解説 

傾斜堤の形式は、「図 3.5.2 傾斜型堤防の形式選定フロー」により設定することができる。
海側（川表側）は、表法基礎の設置高（前浜の高さ、河岸の地盤高又は河床高）と LWL（朔望
平均干潮位）の高さ関係などから、被覆構造（透過型、不透過型）と基礎形式（直接基礎、矢板基

礎）が設定される。

陸側（川裏側）は、背後地盤高と水位（地下水位）の関係から、基礎形式（直接基礎、矢板基礎）

とドレーンの設置が設定される。ドレーン工は、水位が上昇した際に津波越流時のアップリフトに

よる堤防破壊が想定される場合や、堤体内の液状化が想定される場合などに設置するため、主に陸

側（川裏側）が矢板基礎となる場合に配置することになる。

（管理上必要な場合は直高5m毎に設置)
              　　　小段幅w=1.5m

小段は原則として設置しない

表法面被覆工は、既設ブロッ
クの利用や施工期間を考慮
し、ブロックを採用できる

コンクリート厚t=0.5m

・表法、裏法被覆工はコンクリート被覆工を標準とするが、経済性や施工性、
被災実績等を考慮して、ブロック張等を採用してもよい

・法尻保護工は鋼矢板を標準とするが、経済性や施工性、被災実績等を考慮し
て、ブロック被覆等を採用してもよい

・耐震性照査を実施し、必要がある場合には沈下対策や液状化対策等の対策
工を実施すること

・法先が水中となる場合、
矢板式とすることが出来る

・必要に応じて被覆ブロック
を設置する

法先が水中となる場合、
盛土材はレキ質系を使
用することが望ましい

・矢板式を採用する場合は、長期安定性を考慮したうえで採用するよう留意する
・水深が大きい場合、矢板での完全遮水はできないため、盛土材はレキ質系を基本
とする

海側

陸側

陸側

海側
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※HWLは朔望平均満潮位、LWLは朔望平均干潮位とする。

図 3.5.2 傾斜型堤防の形式選定フロー 

3.5.2 天端高 

天端高は、「3.4 堤防の天端高など」による。

START 

表法基礎が水中か? 
(L.W.Lを目安とする) 

背後地盤が低いか? 
(H.W.Lを目安とする) 

地形条件の整理 

仮締切りが困難 仮締切りが容易 背後地が常時浸水 背後地の地下水位が高い 
（基礎底面より高い） 

背後地が十分に高い 
又は地下水位が低い 

矢板式基礎＋根固め 

(不透過型被覆) 
直接基礎 

(透過型被覆・不透過型被覆) 
矢板式基礎＋ドレーン 矢板式基礎＋ドレーン 

表法 裏法 

Yes No Yes No 

No 

直接基礎 

(根入れと矢板を比較) 
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3.5.3 天端幅 

天端幅は、土堤部分で幅員 3m以上とする。現況幅員が規定幅以上の場合は、その幅員まで復旧で
きるものとする。

解説 

天端幅については「改定 解説・河川管理施設等構造令 平成 12年 2月（p120）」に、堤防の最小
天端幅として 3.0mとされていることや、「海岸施設設計便覧 2000年版 平成 12年 11月 土木学会
（p410）」にも、原則として傾斜堤の堤防では 3m 以上とるとされていることから、これを基本と
する。

天端を管理用道路として使用する場合には、車両での管理を基本とすることから全幅員を 4.0m
とする。ただし、被災前の幅員がこれよりも広い場合には、その幅員を限度として復旧できるもの

とする。

天端が兼用道路として利用されている場合には、道路としての必要幅とする。

天端を管理用道路として使用しない場合とは、堤防延長が短く、起終点が山付けの場合等で車両

による管理を要しない箇所のことをいう。

河川堤防においては、計画高水流量に応じ、河川管理施設構造令第 21 条に定められた天端幅を
確保するものとする。

なお、天端には水勾配を設けるものとし、中心からそれぞれ 2％を目安とする。
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表 3.5.1 傾斜堤の天端幅 
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3.5.4 法勾配 

堤防の法勾配は、今次地震・津波での被災実態と復旧堤防の高盛土化を踏まえて堤防高に応じて設

定するものとし、法面には小段を設けないことを原則とする。

既存施設が海浜利用等の観点より緩傾斜化されている場合については、原形の勾配で復旧ができる

ものとする。

解説 

河川堤防については、浸透・侵食・地震などの安全性を考慮し、法面勾配 2割以上とし、堤高に
応じて小段を設けた構造とされてきたが、「改定解説・河川管理施設等構造令 平成12年1月（p138）」
には、浸透面からみると緩やかな勾配の 1枚法とした方が有利であり、維持管理目や利用面からも
緩やかな勾配が望まれる場合が多いことから、原則として緩やかな1枚法とすることになっている。
一方、海岸堤防については、「海岸保全施設の技術上の基準・同解説 平成 16年 6月」によると、
小段は、堤防の維持・管理及び水防などに役立つほか、軟弱地盤上に堤防を建設する場合に、重量

を分散し安全性を向上させる機能を持っており、コンクリート被覆式の場合、堤防の法勾配は 1～3
割を標準とし、堤高 5m以上の場合に裏小段が設ることとされてる。
今回の東北地方太平洋沖地震では、広域的な地盤沈下よって、地盤高が朔望平均満潮位を下回る

箇所が増加したため、海岸堤防においても河川堤防と同様に浸透に対する安定性を考慮する必要が

あることや、河川・海岸堤防とも高盛土化されることから、自重安全率の低下を防ぎ、堤体荷重の

分散による安全性を向上させるという観点から、堤防高に応じて法勾配を設定するものとした。

法勾配については、堤防高（H=3～15m）と堤防法面を一枚法とした場合の合成勾配の設定及び
円弧すべり（kh法）による安定性の試算結果に基づき、表 3.5.2に示す初期値を基本に設定を行う
ものとしている。なお、Hは被覆厚を除く盛土高さとし、盛土高さの定義は海側（川表側）と陸側
（川裏側）の地盤高の平均値から天端高（被覆を除く）までの高さとする。

小段については、越流時に弱部となるため、維持管理上必要な場合を除き原則として設置しない

ものとした。

表 3.5.2 堤防法面勾配の初期設定値 

堤防高(盛土高) 法面勾配 備考 

H＜5 1：2.0 
5≦H＜8 1：2.5 

8≦H 1：3.0 

被災前の原形が緩傾斜化されている場合には、緩傾斜化した経緯や理由などを説明できるよう整

理したうえで、原形勾配に復旧できるものとした。なお、原形が緩傾斜化されていても海浜利用と

整合しない場合については、基本の法勾配を採用するものとする。

陸側海側
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3.6 直立堤 

3.6.1 基本形状 

直立堤の形状は、次を標準とする。

(1)直立式（岩着） 

(2)混成式 

図 3.6.1 直立型堤防（直立堤）の標準形 

解説 

直立堤は、岩礁海岸など、地盤条件が良好な場合に用いることができる重力式構造の自立堤防で

ある。水深が－1.0m未満を目安として、現地盤上に設ける直立式と、設置水深が－1.0m以上で水
中施工が困難となる場合に捨石を配置する混成式に区別される。
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3.6.2 天端高 

天端高は、「3.4 堤防の天端高」による。

3.6.3 天端幅 

天端幅は、被覆天端幅で 3.5mとする。現況幅員が規定幅以上の場合は、その幅員まで復旧できる
ものとする。

解説 

天端幅は、土堤部分で幅員 3m以上とすることとなっているが、裏法勾配により被覆天端幅に端
数が生じるため、被覆天端幅で 3.5mとした。この時、重力式擁壁の天端幅は含まない。
ただし、被災前に特別の事情により天端幅を広く設けている場合は、被災前の幅員で全幅を設定

することができる。

天端には水勾配を設けるものとし、その勾配は 2％を目安とする。

表 3.6.1 直立堤の天端幅 
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3.6.4 法勾配 

表法勾配は 1：0.5を標準とする。
裏法勾配（法面被覆工部分）は傾斜堤に準拠する。

解説 

直立堤は、安定計算によって寸法を決める。表法勾配を 1：0.5と設定したうえで、裏法勾配を 5
厘刻みで調整して、安定性が確保できる形状とする。

直立堤の安定計算に用いる盛土材料は、砂質土を標準とする。

使用する盛土材料が未確定の場合には、γt=19.0kN/m3、φ=30 度（C=0kN/m2）と想定するこ

ととし、施工の際には使用材の物性値を用いて再計算し安定性を確認すること。

法面被覆工部の勾配は、「3.5.4  法勾配」に準じて設定する。
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3.7 特殊堤 

3.7.1 基本形状 

特殊堤は、傾斜堤や直立堤以外の形状で、重力式、L型、逆T型、杭式・鋼矢板式などの自立式構
造となる堤防とする。

解説 

傾斜堤、直立堤以外の自立式構造の堤防をいう。

図 3.7.1 特殊堤の例 

3.7.2 天端高 

天端高は、「3.4 堤防の天端高」による。

解説 

海岸保全施設や河川管理施設は、相互に関連する長大構造物である。

天端高は、「3.4 堤防の天端高」による。

3.7.3 天端幅 

背後地の土地利用状況等により、やむを得ず自立式構造の特殊堤とする場合においても、最小限の

管理用通路を確保することが望ましい。

解説 

天端幅は、「改定 解説・河川管理施設等構造令 平成 12年 1月」の第 31条 第 1項に準拠し、原
則として 3m以上、少なくとも 1m以上の盛土部分（三面張りを含む）を設けることが望ましい。
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3.8 傾斜堤の安定に関する検討 

3.8.1 円弧すべりに対する検討 

傾斜堤の地盤破壊（すべり）に対する安定性は、供用中、施工中の荷重に対し、盛土及び基礎地盤

がすべりに対して安定であることを照査する。照査は、円弧すべり法により行うものとする。

解説 

常時・地震時（レベル１地震動）などに対する安全性は、供用時・施工時に作用する盛土自重や

載荷重等の組合せに対して、盛土及び基礎地盤が安定することを照査する。照査にあたっては、盛

土材料、盛土の基礎地盤の土質、地形、法面被覆構造の取扱いについて十分に考慮する必要がある。

円弧すべりの計算方法は、｢河川堤防の構造検討の手引き（改訂版） 平成 24 年 2 月 (財)国土技

術研究センター （p107）｣の kh 法によるものとする。設計水平震度は、「河川構造物の耐震性能照

査指針・解説 Ⅰ共通編 平成 24 年 2 月（p19）」よる。

慣性力を考慮した安定計算（ hk 法）

慣性力による安定計算は次式により行い、地震時の最小安全率 )k(F hSd を算定する。

)r/y(WKsinW
tansinWKcos)buW(lc)k(F

h

h
hSd

ここに、 c ：土の粘着力（tf/m2）

：土の内部摩擦角（°）

W ：分細片の全重量（tf）
l ：細片の底面の長さ（m）

b ：細片の幅（m）

u ：常時地下水によって発生する間隙水圧（tf/m2）

hK  ：慣性力による設計震度

y ：細片の重心からすべり円の中心までの高さ（m）

r ：すべり円の半径（m）

：円弧の中心における法線と鉛直線のなす角（°）

表 3.8.1 円弧すべりの安全率 

項目 常時 地震時 

安全率 1.2 1.0 
出典：「改訂新版 河川砂防技術基準（案）設計編Ⅰ 平成 9 年 10月」p16、

「道路土工盛土工指針 平成 22 年 4月」p108～115など
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盛土材料が明確でない場合には、以下の 2材料を標準として検討する。

  γ=19.0kN/m3、C=1.0kN/m2、φ=30度

  γ=19.0kN/m3、C=10.0kN/m2、φ=25度

盛土材料として礫質土が調達可能な場合には、以下を使用することができる。

  γ=20.0kN/m3、C=1.0kN/m2、φ=35度

・施工の際には、使用材の物性値を用いて再計算し、安定性を確認すること。
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3.8.2 圧密沈下に対する検討 

圧密沈下の恐れがある地盤が確認された場合には、築堤に伴う圧密沈下の検討を行い、必要に応じ

て対策を実施する。

解説 

築堤に伴う圧密沈下の許容沈下量は、“圧密度 90％かつ残留沈下量 10cm 未満”とする。

被覆内部に沈下が生じて被覆と築堤部に空洞が発生した場合には、水圧等が作用することによっ

て被覆工が破壊し、堤防の機能が発揮できなことが想定される。また、空洞化した場合の維持管理

の対応にも多額な費用がかかることが想定される。したがって、できる限り圧密促進を行い、許容

残留沈下量以下とすることを原則とした。

表 3.8.2 盛土の圧密沈下の許容値 

項目 設定値 参考 

圧密度

90％

・圧密度は 80～90％を

目標とされているこ

とが多い。堤防は、沈

下後に被覆すること

を考慮し、90％を採用

する。

「河川土工マニュアル 平成21 年 4月（p112）」
・緩速載荷工法の段階施工において、「目標の圧密度として

はU=80%が多く採用されている。」という記述がある。

「道路土工 軟弱地盤対策工指針 平成 24 年 8月（p249）」
・サンドドレーン工法において、「目標となる圧密度は通常

は 80～90%程度と設定することが多い。」と記述がある。

残留沈下量

10cm 

・残留沈下量は、10cm
を目標とされている

ことから、これを採用

した。

「高規格堤防盛土設計・施工マニュアル 平成 12 年 3月（p17）」
・マニュアルでは、①実際の地盤の複雑さ、②盛土材料の多

種多様性、③施工時における締固度のバラツキなどの不確

定要素を勘案し、「設計時の残留沈下量は 10cm を目標と

した。」とされている。

「道路土工 軟弱地盤対策工指針 平成 24 年 8月（p119）」
・軟弱地盤上の土構造物の設計における”沈下における照査”
で、「設計で目標とする残留沈下量の許容値としては、構

造物取付部において、盛土中央部で舗装完了後あるいは供

用開始後 3年間で 10cm～30cm としてきた事例が多い。」

と示されている。

3-45



圧密沈下量 CS は、層区分された圧密層（粘性土層）ごとに求めた合計とし、次式を用いる

ことができる。

H
e1
ee

S
0

10
C ・

ただし、正規圧密状態にある軟弱層（粘性土）の場合は、次式を用いても良い。

H
p

pp
log

e1
C

S
0

0
10

0

c
C ・・

体積圧縮係数を用いる場合は、次式による。

HpmS vC ・・

ここに、 cS ：圧密沈下量 (m) 

0e ：圧密層の盛土前の鉛直応力 0p での初期間隙比

1e ：圧密層の盛土荷重による圧密後の間隙比で、 ploge 曲線に

圧密層中央深度の盛土後の鉛直応力 pp0 に対応する間隙比。

cC ：圧縮指数

H ：圧密層の層厚 (m) 
0p ：圧密層の中央部深度の盛土前の鉛直有効応力 (kN/m2) 
p ：圧密層の中央部深度の盛土荷重による鉛直有効応力の増分 (kN/m2) 

vm ：体積圧縮係数 (m2/ kN) 
出典：「道路土工 軟弱地盤対策工指針 平成 24 年 8 月」p125～126、「河川土工マニュ

アル 平成 21 年 4 月 (財)国土技術研究センター」（p107）
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3.8.3 浸透に対する検討 

(1) 基礎地盤の浸透 

基礎地盤の浸透に対する安定性は、内外水位によるパイピング破壊に対し、必要となる浸透経

路長が確保されていることを照査する。

解説 

パイピングは、堤体とその地盤の結合部、構造物とその地盤の接合部及びそれらの付近におけ

る浸透現象である。傾斜堤のパイピングの評価にあたっては、「改訂新版 河川砂防技術基準（案）

同解説 設計編Ⅰ 平成 10 年 9月」で示されているレインの式により評価を行う。

構造物との接触長については、上記基準に準拠し 1/3 の重みを考慮する。

H/l3/LLH/)lL(C 21e

ここに、C ：レインの加重クリープ比（表 3.8.2による）

eL ：水平方向の有効浸透路長（m）

1L ：水平方向の堤防と堤防の地盤の接触長さ（m）

2L ：水平方向の堤防の地盤と地下構造物の接触長さ（m）

l ：鉛直方向の地盤と構造物の接触長さ（通常 0とする）（m）

H ：水位差（m）

表 3.8.3 レインの加重クリープ比 

地盤の土質区分 C 
極めて細かい砂またシルト 8.5 

細砂 7.0 
中砂 6.0 
粗砂 5.0 
粗砂利 4.0 
中砂利 3.5 

栗石を含む粗砂利 3.0 
栗石と砂利を含む 2.5 

上図においては、 413121111 LLLLL 、 3222122 LLLL となる。

出典：「改訂新版 河川砂防技術基準（案）同解説 設計編Ⅰ 平成 9 年 10 月」p27～28、
「海岸保全施設の技術上の基準・同解説 平成 16 年 6 月」p3-33  
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(2) 堤体の浸透 

堤体浸透に対するパイピング破壊は考慮しなくても良いものとする。

解説 

津波は短期的な現象で継続時間が短いため、堤体内を浸透しパイピング破壊を引き起こす可能

性は小さいと考えられる。パイピング破壊は常時における内外水位差を対象とし、堤体浸透によ

るパイピング破壊は考慮しなくても良いものとした。

ただし、河川堤防（バック堤区間）では、洪水時における堤体の浸透に対する安定性を照査す

ることが必要となる場合もある。この時には、｢河川構造の検討の手引き 平成 24 年 2月｣に準じ

て照査を行うことができるものとする。
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3.8.4 軟弱地盤対策 

軟弱地盤上に構造物を構築するにあたっては、すべり破壊、沈下、周辺地盤の変形、地震時の地盤

の液状化などの問題に対し、適切な対策を行うものとする。

解説 

軟弱地盤上に構造物を構築した場合、自重あるいは施工機械・交通荷重の与える振動など、様々

な原因によって、すべり破壊や沈下、周辺の地盤や施設の変形、地震時の液状化に伴う問題が発生

する可能性がある。

これらを考慮し、堤防ならびに周辺施設に対して必要な安全性が確保できない場合には、軟弱地

盤対策を行うものとする。

圧密沈下に対する対策は、「道路土工 軟弱地盤対策工指針 平成 24 年 8月」、「河川土工マニュ

アル 平成 21 年 4 月」などに準じて検討する。

液状化に対する対策は、「河川堤防の液状化対策工法設計施工マニュアル（案）平成9年 10 月」

などに準じて検討する。

沈下に対する安定性と液状化対策など、複数の目的から軟弱地盤対策を実施する場合には、併

用が可能となるような工法を選定するなど総合的に判断を行うものとする。

傾斜堤は、復旧延長が長大になることなどを勘案し、経済的なプレロード工法を基本として、

圧密沈下終了後に被覆工を施工することを原則とする。

(1) 堤防における軟弱地盤対策 

軟弱な粘性土地盤において生じる圧密沈下及びすべり破壊に対する代表的な軟弱地盤対策を、「河

川土工マニュアル 平成 21 年 4月（p107,108）」から抜粋し、表 3.8.4 に示す。
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表 3.8.4 軟弱地盤対策工の種類と効果 
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表 3.8.4 軟弱地盤対策工の種類と効果（続き） 

(2) 液状化対策 

液状化に対する対策については、「3.10.5 耐震対策」による。
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3.9 直立堤（特殊堤）の検討 

3.9.1 躯体設計 

(1) 躯体設計の基本 

常時、レベル１地震時、津波時において、躯体が支持、転倒及び滑動に対して安定であるととも

に、部材に発生する応力が許容応力度以下となるよう設計する。

また、レベル２地震時には「河川構造物の耐震性能照査指針・解説 平成 24 年 2月 国土交通省」

の「Ⅲ．自立式構造の特殊堤編」に基づく照査を行うことを原則とする。

解説 

直立堤（特殊堤）の躯体の設計にあたり、躯体形状は直接基礎を想定した場合において安定性

を満足する形状とすることを基本とするものの、杭基礎やその他の基礎形式を採用する場合は下

記基準を基に必要となる照査項目において照査を行うものとする。

躯体の設計の詳細な手法については、｢改訂新版 河川砂防技術基準（案）同解説 設計編Ⅰ 平

成 9 年 10 月｣、「道路橋示方書・同解説 Ⅳ下部構造編 平成 24 年 3 月」、「道路土工（各指針）」

などを参考にすることができる。

(2) 津波時の外力設定 

作用範囲

津波の設計波圧は、津波水位設定高から地盤面まで作用させるものとする。

解説 

設計波圧は、表 3.2.11に従い、設置場所に応じて設定する。

   (1) 逆Ｔ式構造              (2) 重力式構造  

図 3.9.1 津波荷重の作用範囲 
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揚圧力

陸上部に設けられる直立堤（特殊堤）は、津波時における揚圧力を考慮しなくてもよい。

解説 

陸上部に設けられる直立堤（特殊堤）に作用する津波は、平常時には浸水していない陸上部

を遡上して施設に到達するが、高潮等と比較して極めて短時間の水位上昇である津波により、

施設下部に浸透水流が発生して作用する揚圧力による影響は微小であると考える。

地盤内の条件としても、陸上部の施設は地下水位が常時地表面付近には存在しないため、津

波の発生により短時間で地盤内が飽和状態となることは考え難い。したがって、当該条件下の

直立堤（特殊堤）には、津波発生時の揚圧力を考慮しないものとする。

ただし、堤防が汀線際に設置されている場合、常時から地盤内が潮位の影響を大きく受けて

おり、津波による短時間の水位上昇でも浸透水流が発生すると考えられる場合等は、揚圧力を

考慮する。

 (1)浸透水流の影響が少ない場合      (2) 浸透水流の影響を受ける場合 

       図 3.9.2 揚圧力の考え方 

フーチングのつま先等に作用する津波による水の死荷重

津波時における逆Ｔ式構造のフーチングつま先等に載荷する津波による水の死荷重は考慮する。

(1) 逆Ｔ式構造              (2) 重力式構造  

    図 3.9.3 津波による水の死荷重 
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基礎（フーチング）根入れ部の水平抵抗

津波時における基礎（フーチング）根入れ部の水平抵抗は、安定した支持層を表層近くに確保

できる場合には、根入れ部分に水平荷重を作用させてもよい。

解説 

下記の記載を参考に、津波時における基礎の水平抵抗を考慮できるものとした。

・「道路橋示方書・同解説 Ⅳ下部構造編 平成 24 年 3月」

直接基礎 ：安定した支持層表層近くに確保できる場合は、根入れ部分に水平荷重を分

担させてもよい。（p297）
杭基礎  ：水平荷重に対して杭のみで抵抗することを原則とするが、フーチング周辺

の地盤が良質で設計上の地盤面がフーチング上面位置に設定できる場合

は、フーチング根入れ部分の抵抗を考慮して照査を行うのがよい。（p416）

津波時における衝突荷重

津波に伴う衝突荷重は、考慮しないことを基本とする。

解説 

「3.2.3 (12) 津波時における衝突荷重」に示したように、津波水位を天端まで見込むことか

ら衝突荷重は考慮しないことを基本とした。

ただし、必要に応じて見込むことが出来るものとする。

(3) 風荷重の外力設定 

水面以上又は地表面以上の投影面すべてに、風圧を考慮する。

解説 

風荷重は 2.94kN/m2（300kgf/cm2）とする。（「3.2.3 (6) 風荷重」）

(1) 逆Ｔ式構造              (2) 重力式構造  

図 3.9.4 風荷重の作用範囲 
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(4) 雪荷重の外力設定 

雪荷重は、直立堤（特殊堤）の水平面全面（堤防天端、フーチングつま先等）に載荷するものと

する。なお、水位がある部分には考慮しないものとする。

解説 

雪荷重は、W=0.98kN/m2とする。（「3.2.3 (7) 雪荷重」）

(1) 逆Ｔ式構造             (2) 重力式構造  

    図 3.9.5 雪荷重の作用範囲 

(5) 上載荷重の外力設定 

直立堤（特殊堤）のフーチング上に載荷される上載荷重は、現場条件にあわせて適切に設定する

ものとする。

解説 

上載荷重は、荷重載荷位置の管理区分を考慮し適切に設定する。

地震時の上載荷重は、港湾施設・漁港施設については港湾・漁港基準の考え方に、道路上につ

いては、道路橋示方書や道路土工の考え方に基づき設定する。

(6) 水位 

検討に用いる水位は、ボーリング調査結果の孔内水位を基本とする。

解説 

地下水位は、基本、ボーリング調査結果の孔内水位を用いるものとする。ボーリング調査結果

がない箇所については、海からの残留水位を地盤内地下水位としてよいものとする。

(7) 検討ケースと組合せ 

荷重ケース及び荷重の組合せは同時に作用する可能性が高い荷重の組合せのうち、直立堤（特殊

堤）に不利な影響を与える組合せを採用し、検討を実施しなければならない。

解説 

荷重ケース及び荷重の組合せは、設計対象地点の直立堤（特殊堤）の形式・形状、外力条件、

地形や地質条件、施工条件、環境条件等を考慮して選定しなければならないものとする。
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3.9.2 基礎に関する検討 

直立堤・特殊堤の基礎は、土質調査結果に基づき、軟弱地盤や液状化、支持力等に対して、必要な

検討を行う。

解説 

基礎は、構造物に作用する荷重を確実に支持地盤に伝達するものであり、力学的に安定している

とともに、有害な変位を生じないようにする必要がある。

基礎形式としては、直接基礎、捨石基礎、杭基礎、地盤改良基礎などが挙げられ、堤防形式、外

力条件、地形や地質条件、施工条件、環境条件等を考慮して選定する。

設計の詳細については、「改訂新版 建設省河川砂防技術基準（案）同解説・設計編Ⅰ 平成 9 年

10 月」、「道路橋示方書・同解説 Ⅳ下部構造編 平成 24 年 3月」や「海岸保全施設の技術上の基準・

同解説 平成 16 年 6 月」、「河川構造物の耐震性能照査指針（案）一問一答」などを参考にすること

ができるが、構造物ごとに主管課と協議するものとする。

3.9.3 安定に関する検討 

直立堤・特殊堤は、転倒・滑動に対して、所定の安全率を確保できる構造とする。

解説 

直立堤の安定計算は、「3.6.4 法勾配」の解説に示す事項についても考慮すること。

(1) 直接基礎の場合 

安全率は、「3.2.2 (1) 直接基礎」による。

(2) 杭基礎の場合 

安全率等は、「3.2.2 (2) 杭基礎」による。
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(3) 耐震設計上の土質定数の低減について 

耐震設計上、軟弱な土層と判定された土層、又は、液状化が生じると判定された砂質土層につい

ては、「河川構造物の耐震性能照査指針・解説 平成 24 年 2 月」に準じて、土層の物性の変化を適

切に考慮するものとする。

解説 

基礎形式を杭式とする構造物の耐震設計において、杭周辺地盤が液状化すると判定された場合、

杭周辺の土質定数は「道路橋示方書・同解説Ⅴ耐震設計編 平成 14 年 3 月」に準じて低減させ

ることとした。

液状化対策として地盤改良等を行う場合は、土質定数の低減は不要であり、耐震設計と併せて

検討を行う必要がある。

耐震上の軟弱層と耐震上の扱いは次のとおりである。

現地盤面から 3m 以内にある粘性土層及びシルト質土層で、一軸圧縮試験又は現位置試験

により推定される一軸圧縮強度が 20kN/m2以下の土層は、耐震設計上ごく軟弱な土層と見

なし、耐震設計上その土質定数をゼロとする。

液状化が生じると判定された土層の扱いは次のとおりである。

液状化が生じると判定された砂質土層は、液状化に対する抵抗率 FL の値に応じて、耐震

設計上土質定数を低減させる。低減させる土質定数は、地盤反力係数、地盤反力度の上限

値及び最大周面摩擦力度である。

表 3.9.1 土質定数の低減係数DE

FLの

範囲

現地盤面から

の深度

x(m) 

動的せん断強度比R 
R≦0.3 0.3＜R 

レベル１地震

動に対する

照査

レベル 2地震

動に対する

照査

レベル 1地震

動に対する

照査

レベル 2地震

動に対する

照査

FL≦1/3 0≦ｘ≦10 1/6 0 1/3 1/6 
10＜ｘ≦20 2/3 1/3 2/3 1/3 

1/3＜FL≦2/3 0≦ｘ≦10 2/3 1/3 1 2/3 
10＜ｘ≦20 1 2/3 1 2/3 

2/3＜FL≦1 0≦ｘ≦10 1 2/3 1 1 
10＜ｘ≦20 1 1 1 1 

出典：「道路橋示方書・同解説 Ⅴ耐震設計編 平成 14 年3月」p125 

「河川構造物の耐震性能照査指針・解説 平成 24 年 2月」による。
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3.9.4 浸透に対する検討 

直立堤・特殊堤における基礎地盤の浸透に対する安定性は、内外水位によるパイピング破壊に対し、

必要となる浸透経路長が確保されていることを照査する。

解説 

パイピングは、堤体とその地盤の結合部、構造物とその地盤の接合部及びそれらの付近における

浸透現象である。直立堤・特殊堤のパイピングの評価にあたっては、「改訂新版 河川砂防技術基準

（案）同解説 設計編Ⅰ 平成 9 年 10 月」で示されているレインの式により評価を行う。

構造物との接触長については、上記基準に準拠し 1/3 の重みを考慮する。

算定式は、「3.8.3 浸透に対する検討」による。

3.9.5 軟弱地盤対策 

軟弱地盤上に構造物を構築するにあたっては、すべり破壊、沈下、周辺地盤の変形、地震時の地盤

の液状化などの問題に対し、適切な対策を行うものとする。

解説 

軟弱地盤上に構造物を構築した場合、自重あるいは施工機械・交通荷重の与える振動など、様々

な原因によって、すべり破壊や沈下、周辺の地盤や施設の変形、地震時の液状化に伴う問題が発生

する可能性がある。

特に直立堤（特殊堤）は、自立構造が原則であることから、地震後に来襲する津波などに対して、

十分な機能が発揮できない状況に陥ることも想定される。これらを考慮し、堤防ならびに周辺施設

に対して必要な安全性が確保出来ない場合には、軟弱地盤対策を行うものとする。

直立堤は岩着を基本とすることから、通常、軟弱地盤対策は必要ないが、自立構造という観

点から記載している。

圧密沈下に対する対策は、「道路土工 軟弱地盤対策工指針 平成24年8月」、「河川土工マニュ

アル 平成 21 年 4月」などに準じて検討する。

液状化に対する対策は、「河川堤防の液状化対策工法設計施工マニュアル（案）平成 9 年 10
月」を参考にすることができる。

沈下に対する安定性と液状化対策など、複数の目的から軟弱地盤対策を実施する場合には、

併用が可能となるような工法を選定するなど、総合的に判断を行うものとする。

特殊堤の場合、圧密沈下や液状化に対する検討を行ったうえで、基礎をケーソン基礎や杭基

礎とすることもある。その場合には、隣接する区間の堤防断面にも配慮するものとする。

基礎地盤に対する軟弱地盤対策工の種類と効果は、「3.8.4 軟弱地盤対策」を参考にされたい。
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3.10 耐震性能照査 

3.10.1 適用基準 

耐震性能照査は、「河川構造物の耐震性能照査指針 平成 24 年 2月（国土交通省）」に基づき行うも

のとする。

解説 

「海岸保全施設の技術上の基準・同解説 平成 16 年 6月」では、堤防の耐震解析法について「河

川堤防の液状化対策工法設計施工マニュアル 平成 9 年 10 月(財)国土技術研究センター」、「河川堤

防の地震時変形量の解析手法 2002年 (財)国土技術研究センター」などが参考になるとの記述が

あるが、明確には示されていない。このことから、河川堤防の照査指針である「河川構造物の耐震

性能照査指針 平成 24 年 2 月」に準拠し、海岸堤防も河川堤防と同様の照査手法で照査するものと

した。

【参考】 

「河川構造物の耐震性能照査指針」の改訂後に「道路橋示方書・同解説 Ⅴ耐震設計編平成 24 年

3月」が改訂され、レベル２地震動の設計水平震度の標準値は、以下のとおり見直されている。

表 3.10.1 地盤面における設計水平震度の標準値 

地震動 訂年月
地盤種別

Ⅰ種 Ⅱ種 Ⅲ種

レベル 2地震動

タイプ 1 
平成 14 年 3月 0.30 0.35 0.40 
平成 24 年 3月 0.50 0.45 0.40 

レベル 2地震動

タイプ２

平成 14 年 3月 0.80 0.70 0.60 
平成 24 年 3月 0.80 0.70 0.60 

「河川構造物の耐震性能照査指針 平成 24 年 2月」の記述では、改訂前の「道路橋示方書・同解

説 Ⅴ耐震設計編 平成 14 年 3 月」に準拠することとなっているため、耐震性能照査は「河川構造

物の耐震性能照査指針」に準じるものとし、「道路橋示方書・同解説 Ⅴ耐震設計編 平成 14 年 3 月」

に準拠することとした。
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3.10.2 耐震性能 

耐震設計は、施設の供用期間中に 1～2 度発生する確率を有する地震動（レベル１地震動）に対し

て所要の構造の安全を確保し、かつ、施設の機能を損なわないものとする。

施設背後の重要度が高いレベル１津波の対応範囲については、現在から将来にわたって当該地点で

考えられる最大級の強さを持つ地震動（レベル２地震動）を想定し、これに対して生じる被害が軽微

であり、かつ、地震後の速やかな機能の回復が可能なものとする。

解説 

堤防の耐震性能の照査に用いる地震動は、レベル１地震動及びレベル２地震動を対象とする。

「河川構造物の耐震性能照査指針」ではレベル１地震動とレベル２地震動のうち、厳しい結果を

与えるレベル２地震動のみを考慮すればよいことになっている。これは、レベル１地震動とレベル

２地震動の 2種類の地震動に対して、堤防に異なる耐震性能を付与することは、現状、十分なデー

タの蓄積もなく、合理性が認められないこと、また、レベル１地震動とレベル２地震動を受けた場

合の堤防の変形、沈下等の損傷状況は異なるものの、修復性には顕著な差異が認められないことに

よるものである。一方、「海岸保全施設の技術上の基準・同解説 平成 16 年 6 月」では、施設の供

用期間中に１～２度発生する確率を有する地震動（レベル１地震動）に対して所用の構造の安全を

確保し、かつ、海岸保全施設の機能を損なわないものとすると記載されている。

このことから、河川と海岸で連続した堤防の安全度を同一のものとするため、レベル 1地震動の

照査を規定した。

傾斜堤は、一般に、津波・高潮による浸水被害の防止、河川の流水が河川外に流出することを防

止するために設けられるものであり、治水上重要な機能を有している。特に、堤内地盤高が外水位

よりも低い地域では、地震により被災した堤防を、津波・高潮・河川水が越流した場合、二次的に

浸水被害を引き起こす可能性もある。また、盛土による堤防（土堤）については、その構造上、地

震に対して損傷をまったく許容しないことは不合理であるとともに、一般に、地震による損傷を受

けても短期間での修復が可能である。

このような特性を踏まえて、堤防の種々の機能のうち、地震によりある程度の損傷が生じた場合

においても、耐震性能の照査において考慮する外水位に対して越流を防止するという耐震性能照査

上の堤防の機能を保持することを堤防の耐震性能とした。この堤防の耐震性能は、他の河川構造物

では、地震後においても河川構造物としての機能を保持するという耐震性能２に相当するものであ

る。

直立堤や特殊堤、傾斜堤（傾斜式板併用）は、傾斜堤と同等の機能を有するが、損傷の程度によっ

ては速やかな修復が困難になる。このような自立式構造の特性を踏まえて、耐震性能を規定した。

レベル１地震動は、河川構造物の供用期間中に発生する確率が高い地震動であり、震度法による

従来の耐震設計で考慮されていた地震動のレベルを踏襲するように定めたものである。レベル１地

震動に対しては、従来の耐震設計と同様に、地震後においても機能回復のための修復をすることな

く、地震前と同じ機能を保持することができるように、地震によって自立式構造の特殊堤としての

健全性を損なわない性能を確保することとした。

3-60



レベル２地震動に対しては、堤内地盤高が耐震性能の照査において考慮する外水位よりも低い地

域の自立式構造の特殊堤については、浸水による二次災害を防止するため、地震によりある程度の

損傷が生じた場合においても、耐震性能の照査において考慮する外水位に対して自立式構造の特殊

堤としての機能（止水性）を保持できることを必要な耐震性能として規定した。また、それ以外の

地域の自立式構造の特殊堤については、地震後に自立式構造の特殊堤としての機能が応急復旧等に

より速やかに回復できることを必要な耐震性能として規定した。

レベル１津波対策区間では、原則として、レベル２地震動に対しては、耐震性能２を確保するこ

ととする。
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3.10.3 照査手順 

傾斜堤の耐震性能照査の手順は、「レベル２地震動に対する河川堤防の耐震点検マニュアル 平成 24
年 2月」によるものとする。

直立堤・特殊堤の耐震性能照査は、「河川構造物の耐震性能照査指針・解説 Ⅲ自立式構造の特殊堤

編 平成 24 年 2月」によるものとする。ただし、直立堤（重力式など、無筋コンクリート構造）につ

いては、｢道路土工擁壁工指針 平成 24 年 7月｣の震度法による静的照査法を用いることとする。

解説 

(1) 傾斜堤 

「海岸保全施設の技術上の基準・同解説 平成 16 年 6月」に基づき、レベル１地震動及びレベル

２地震動の照査を行うことを基本とした。

静的照査法（静的解析）の沈下量が 75％を超え、解析の再現性が疑わしい場合や照査外水位を下

回る場合は、動的解析によって照査するものとした。代表的な変形解析方法と必要な試験結果を表

3.10.2、表 3.10.3に示す。予測精度や汎用性等から、静的解析はALID、動的解析はFLIPを用い

ることとした。

動的解析に用いる地震動波形は、L2-1 地震動は「想定宮城県連動型地震」、L2-2 地震動は「平成

7年兵庫県南部地震」を用いることとした。

なお、堤高の 75%値が照査外水位より高い場合、背後地盤が照査外水位より高い場合には、レベ

ル２地震動の耐震性能照査を省略しても良い。（「レベル２地震動に対する河川堤防の耐震点検マ

ニュアル 平成 24 年 2月」による。）

図 3.10.1 耐震照査の手順フロー 
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図 3.10.2 堤防の耐震点検に関する標準的な手法 

出典：「レベル２地震動に対する河川堤防の耐震点検マニュアル

平成 24 年 2 月 国土交通省」p4 
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表 3.10.2 地震時変形解析手法の比較 

出典：「河川堤防の地震時変形量の解析手法 平成 14 年 2 月 財団法人国土技術研究センター」に加筆

3
-
6
4



表 3.10.3 地震時変形解析に必要な試験結果 

出典：「河川堤防の地震時変形量の解析手法 平成 14 年2月 財団法人国土技術研究センター」に加筆
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(2) 直立堤・特殊堤 

直立堤・特殊堤は、「河川構造物の耐震性能照査指針・解説 Ⅲ自立式構造の特殊堤編 平成 24 年

2 月」に基づき、レベル１地震動については震度法、レベル２地震動については地震時保有水平耐

力法により照査を行う。

ただし、直立堤（重力式などの無筋コンクリート構造）については、「道路土工擁壁工指針 平成

24 年 7月」の震度法による静的照査法を用いることとする。

コンクリート擁壁式特殊堤（鉄筋コンクリート構造）

①レベル１地震動に対する躯体は、原則として、各部材の力学特性が弾性域を超えない範囲であ

ること（コンクリートや鋼材に生じる応力度が、地震時の割増しを考慮した許容応力度以下で

あること）を照査する。基礎においては、基礎に生じる応力度が許容値以下であり、支持・転

倒・滑動に対して安全であるとともに、基礎の変位量が許容変位量以下であることを照査する。

②レベル２地震動に対する耐震性能２の躯体の照査は、躯体の地震時保有水平耐力が躯体に作用

する慣性力を下回らないこと、目地開きの位置が照査外水位を下回らないことを照査する。基

礎においては、原則として、地震時に降伏に達しないことを確認する。液状化が発生する場合

には、塑性化が生じることを考慮しても良い。

矢板式特殊堤

①レベル１地震動に対する耐震性能１の照査は、部材に生じる応力度が許容応力度以下であるこ

と、転倒、滑動に対して安定であること、変位が許容値以下であることを照査する。

②レベル２地震動に対する耐震性能２の照査は、矢板の変形に伴う地震後の堤防高が照査外水位

を下回らないとともに、原則として、矢板に生じる応力度が許容応力度以下であることを照査

する。

直立堤（無筋コンクリート構造の重力式直立堤）

①レベル１地震動に対する躯体は、震度法により、基礎に生じる応力度が許容値以下で、支持・

転倒・滑動に対して安全であるとともに、基礎の変位量が許容変位量以下であることを照査す

る。

②レベル２地震動に対する照査は、｢道路土工擁壁工指針 平成 24 年 7 月｣に準拠する。

・「河川構造物の耐震性能照査指針（案）一問一答」のＱ＆Ａ Ⅲ－４－３に“躯体が

無筋コンクリートの自立式特殊堤（重力式）の場合の照査方法”に対して「無筋コ

ンクリートの終局水平耐力（曲げ引張強度から算出したひび割れ耐力）とせん断耐

力を算定した上で、躯体の破壊形態を判定し、地震時保有水平耐力を算出する。こ

れが慣性力を下回らないことを照査すればよい。」と回答されているが、せん断耐

力の規定がなく、地震時保有水平耐力法が適用できないことから、｢道路土工擁壁

工指針 平成 24 年 7 月｣に準拠することとした。

・「河川構造物の耐震性能照査指針・解説 Ⅲ自立式構造の特殊堤編 平成 24 年 2 月」

のレベル１設計水平震度と、「道路土工擁壁工指針 平成 24 年 7 月」のレベル２設

計水平震度が同等であり、「道路土工擁壁工指針 平成 24 年 7 月（p333）」による

と、レベル２地震動における安定計算を満足すれば、天端の残留変形量は壁高の 5%
程度に抑えられることが確認されていることから、安定計算を満足することにより

有害な変位は生じないものと判断した。
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表 3.10.4 設計水平震度の標準値比較表 

文献名 項目 
地盤種別 

Ⅰ種 Ⅱ種 Ⅲ種 

道路土工擁壁工指針 

平成 24 年度版

レベル１地震動 0.12 0.15 0.18 
レベル２地震動 0.16 0.20 0.24 

河川構造物の耐震性能照査

指針・解説 Ⅲ自立式構造の

特殊堤編 平成 24 年 2 月

レベル１地震動 0.16 0.20 0.24 

3.10.4 耐震照査において考慮する照査外水位 

耐震性能照査において考慮する照査外水位は、以下のとおりとする。

レベル 2-1 地震動の照査外水位については、レベル１津波水位（津波遡上水位）と平常時の最

高水位のいずれか高い方とする。

レベル 2-2地震動の照査外水位については、平常時の最高水位とする。

解説 

耐震設計上の照査外水位は、レベル 2-1、レベル 2-2 地震動それぞれで設定する。

レベル 2-1 地震動は、プレート境界型の地震であり津波の発生が想定されることから、レベル１

津波水位（津波遡上水位）と平常時の最高水位のいずれか高い方を照査外水位とする。

レベル 2-2 地震動は、内陸直下型の地震動であり、津波の発生が予想されないことから、平常時

の最高水位によるものとする。

海岸堤防における平常時の最高水位は、朔望平均満潮位を基本として、地震後 14 日間に発生す

る確率が 1/10の波高を用いて算出した波の打ち上げ高とする。

河川堤防における平常時の最高水位は、地震後 14 日間に発生する確率が 1/10の水位とする。

なお、水位の算定方法については、「津波の河川遡上解析の手引き（案） 平成 19 年 5 月」、「河

川構造物の耐震性能照査において考慮する河川における平常時の最高水位の算定の手引き（案）平

成 19 年 5 月」等に基づき決定することとする。

表 3.10.5 照査外水位の一覧 

 海岸堤防 河川堤防 備考 

L2-1 地震

・L1津波水位

・朔望平均満潮位を基本として、

地震後 14 日間に発生する確率

が 1/10の波高を用いて算出し

た打ち上げ高

上記のいずれか高い方

・L1 津波遡上水位

・朔望平均満潮位を基本として、

地震後 14 日間に発生する確率

が 1/10の波高を用いて算出し

た打ち上げ高

上記のいずれか高い方

L2-2 地震

・朔望平均満潮位を基本として、

地震後 14 日間に発生する確率

が 1/10の波高を用いて算出し

た打ち上げ高

・平常時の最高水位で、地震後 14
日間に発生する確率が 1/10の

水位
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3.10.5 耐震対策 

堤防のレベル２地震動に対する耐震性能照査の結果、所要の耐震性能を満足できない場合は、必要

な耐震対策を行うものとする。耐震対策工は、「河川堤防の液状化対策工法設計施工マニュアル（案）

平成 9 年 10 月」に準じて、目的、地盤条件、堤防条件、周辺環境条件ならびに経済性に配慮して設

計するものとする。

解説 

堤防のレベル２地震動に対する耐震性能照査の結果、所要の耐震性能を満足できない場合は、必

要な耐震対策を行わなければならない。

耐震対策工は、「河川堤防の液状化対策工法設計施工マニュアル（案） 平成 9 年 10 月」に準じ

て行う。これは、今次の地震被害を踏まえて河川堤防の耐震対策に関する当面の考え方として作成

された｢河川堤防の耐震対策マニュアル（暫定版） 平成 24 年 2月｣における「耐震対策の基本」に

基づくものである。

「河川堤防の液状化対策工法設計施工マニュアル（案）平成 9 年 10 月」によるこれまでの対策

箇所（中規模地震動に対して堤防あるいは対策工自体の安定を確保するよう設計した箇所）が、今

次の震災により実被害を生じていないことから、「河川堤防の液状化対策工法設計施工マニュアル

（案） 平成 9 年 10 月」による設計が、レベル２地震動に対する対策となる可能性を示唆している

ものと考えられるためである。したがって、すでに「河川堤防の液状化対策工法設計施工マニュア

ル（案） 平成 9 年 10 月」による対策が実施されている箇所については耐震対策済みとする。

以下に、｢河川堤防の耐震対策マニュアル（暫定版） 平成 24 年 2月｣の一部を抜粋して示す。

出典：｢河川堤防の耐震対策マニュアル（暫定版） 平成 24 年 2月｣p1 
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(1) 対策工の検討手法 

対策工は、｢河川堤防の液状化対策工法設計施工マニュアル（案） 平成 9年 10 月｣に基づき、レ

ベル１地震動を対象とした震度法による円弧すべり計算により照査を行う。

すべり安全率は、地震によって発生する過剰間隙水圧の増分を考慮した円弧すべり計算によるも

のとし、堤防の慣性力による円弧すべり等のすべり破壊は考慮しない。

過剰間隙水圧の増分を考慮した円弧すべり計算による安全率が、所定の安全率を満足する場合は

無対策とする。

地震時の安全率算定式

地震時のすべり安全率の算定式は、過剰間隙水圧の増分 uを考慮した次式とする。

sinW
tancosbubuWlC

F o
sd

＋

ここに、 c ：有効応力に関する土の粘着力（tf/m2）

：有効応力に関する土のせん断抵抗角（°）

W ：分細片の全重量（tf）
l ：各分割細片における円弧すべりの長さ（m）

b ：各分割細片の幅（m）

ou ：常時地下水によって発生する間隙水圧（tf/m2）

u ：地震動によって発生する過剰間隙水圧（tf/m2）

y ：細片の重心からすべり円の中心までの高さ（m）

：各分割細片のすべり円弧の接円方向と水平面のなす角（°）

出典：｢河川堤防の液状化対策工法設計施工マニュアル（案） 平成 9年 10 月｣p12 

液状化判定に用いる設計水平震度

耐震対策を行う場合の液状化判定用震度は、0.18（強震帯地域、宮城県）を使用する。

出典：｢河川堤防の液状化対策工法設計施工マニュアル（案） 平成 9 年 10 月｣p5 
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地震動によって発生する過剰間隙水圧の算定方法

地震動によって発生する過剰間隙水圧は、次式により算定する。

1F
1F

1
F/ur

L

L
7

L'
vu ＜

≧

ここに、 FL ：液状化抵抗率

v ：有効上載圧（kgf/cm2）

ur  ：過剰間隙水圧比

出典：「河川堤防の液状化対策工法設計施工マニュアル（案） 平成 9年 10 月」p13 

許容安全率

許容安全率は以下のとおりとする。

表 3.10.6 円弧すべりの安全率 

計算方法 常時 地震時 備考 

△u 法 － 1.0  
出典：「河川堤防の液状化対策工法設計施工マニュアル（案） 平成 9年 10 月」p16 

設計水位

設計に用いる水位は、地震と津波は同時に発生しないこととし、平常時水位を使用する。

(2) 対策工法の分類と選定 

液状化対策工には、“液状化の発生そのものを防止する対策”と“液状化の発生は許すが、堤防の

被害を軽減する対策”に大別される。

対策工は、対策原理と施工方法、周辺環境への影響などを考慮して適切に選定するものとする。

「液状化対策の原理と方法」「代表的な液状化対策工法の特徴」を以下に示す。
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図 3.10.3 液状化対策の原理と方法 

出典：「河川堤防の液状化対策工法設計施工マニュアル（案）

平成 9 年 10 月」p18
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表 3.10.7 液状化対策工法の特徴 

出典：「河川堤防の液状化対策工法設計施工マニュアル（案）平成 9年 10 月」p23 

3
-
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3.11 構造細目 

3.11.1 基礎工 

(1) 基礎工 

基礎工は上部構造を安全に支えるとともに、波力や流水の洗堀に耐えられるような構造とする。

また、被覆工と継目、基礎工の目地などからの土砂の吸出しを防止できる構造とするものとする。

基礎工は、基礎地盤や上部構造物によって、矢板、杭、捨石基礎工などを組み合わせて使用する

こともできるものとする。

解説 

基礎工には、コンクリート基礎・捨石基礎や、矢板や杭を用いる基礎などが有り、地盤状況や

地形、水位条件などにより適切に構造を選定する。

基礎地盤が比較的良好な場合に用いられる傾斜堤の基礎工は、①コンクリート基礎、②くい打

（矢板）基礎、③捨石基礎の３つが代表的なものとして挙げられる。「海岸保全施設の技術上の基

準 平成 16年 6月」では、それぞれの基礎の特徴について以下のとおり示されている。

①コンクリート基礎 

基礎工は上部構造を安全に支えるため上部構造と一体となっている必要があり、伸縮目地

は必ず上部構造の目地に一致した箇所に設け、基礎工の一体性を増すとともに、目地は堤体

土砂の吸出しを防止できる構造としなければならない。本基礎工は、良好な地盤では最も多

く用いられ、通常、現地盤より１m以上根入れすることが多い。地盤があまり良好でない場
合は、状況に応じて、くい打ち基礎工等と併用されることが多い。

②くい打（矢板式）基礎 

本工法は、矢板式のものを含んだ広い意味のくい基礎である。くいは、原則としてコンク

リート構造のものもしくは鋼製を用いる。なお、本工法は地質構造を破壊し、支持力を減少

させる場合があるので注意しなければならない。なお、くい基礎工は他の基礎工と併用する

ことが多い。

③捨石基礎 

水深が大きく、他の適当な方法がない場合には、施工法又は経済性の理由から、捨石又は

捨ブロックにより基礎マウンドを作り、この上に堤体を建設する。なお、現地盤の不陸をな

おす場合にも用いられることがある。
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(2) 表法尻の形式 

コンクリート基礎

コンクリート基礎の大きさは、「海岸保全施設の技術上の基準・同解説 平成 16年 6月」に準
じ、1.0m×1.0mを基本とし、根入れ深さ 1.0m以上を確保する。

図 3.11.1 コンクリート基礎例 

基礎マウント上に設けるコンクリート基礎の大きさは、1.0m×1.0m を基本とし、基礎前面に
十分な捨石等を設置することにより、根入れを確保しなくても良いものとする。

被覆工の範囲は「海岸保全施設の技術上の基準・同解説 平成 16年 6月」の根固工の記載に準
じ、天端幅 2～5m（捨石の場合 3個以上、ブロックの場合 2 個以上が並ぶ幅）、高さ 2層以上確
保する。

対象とする波浪規模及び重量算定方法は、「7. 根固工・捨石工」を参照すること。なお、被覆
材の流失や基礎マウントからの吸出しの可能性があるため、適用には注意が必要である。

図 3.11.2 基礎マウントを設けたコンクリート基礎 
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くい打（矢板式）基礎

傾斜式矢板併用がこれに該当し、一般的に、平常時水位が高い場所で採用される。

くい（矢板）の長さや型式は、使用目的、パイピングや耐震設計に対する安全性、経済性など

を考慮して総合的に検討する。

基礎の大きさは、1.0m×1.0mを基本として、根入れを確保しなくても良いものとする。
矢板の最低長は 3.0mとし、矢板の基礎への埋込長は 0.20m以上を確保する。「海岸保全施設
の技術上の基準・同解説 平成 16年 10月 (p3-48)」
応力計算を必要としない図 3.11.3（A型）のような場合には、矢板長は 3mとする。B型のよ
うに、矢板が地盤高から突出する場合には応力計算によって矢板長を設定する。「設計施工マニュ

アル（案） 平成 15年 4月 国土交通省東北地方整備局（p1-2-10）」

(1)Ａ型 

(2)Ｂ型 

図 3.11.3 矢板を用いる基礎 
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捨石基礎

緩傾斜堤の表法被覆工の法先に設置されるもので、捨石等により被覆工が安定となるように配

置する。

根入れの深さは、被災時の洗堀状況、近隣施設の実績などを考慮して決めるものとし、施工可

能な範囲で十分下げることを基本とする。

根入れが困難な場合には、根固工などで前面を保護するものとする。

図 3.11.4 捨石基礎 

出典：「平成 25年災害手帳」p357 

(3) 裏法尻の形式 

基礎の形状は、今次津波による落堀深や経済性などを考慮して総合的に検討するものとする。

基礎の大きさは 1.0m×1.0mを基本とし、コンクリート基礎の場合には、今回の津波における越
流水による法尻の被災状況を勘案し、1.0mの根入れを確保する。
矢板式とする場合は、上記の被災状況と施工性を勘案し、矢板の最低長を 3.0m（矢板の基礎へ
の埋込長は 0.20m以上）とする。「海岸保全施設の技術上の基準・同解説 平成 16年 6月 海岸保
全施設技術研究会(p3-48)」
落堀深で矢板長を決定する場合は、落堀深＋1.0m を基本とする。なお、矢板は、原則、構造計

算を行わなくて良いものとする。

図 3.11.5 裏法尻の形式 

【参考】：落堀

過去の破堤で出来た池あるいは池の跡。（図解 河川堤防 2003年 9月 中島秀雄）
ここでは、堤防背面に津波の越流浸食が作用することによって生じた侵食跡を説明しており、現

地調査によって確認されたものをいう。
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(4) コンクリート基礎の形状 

コンクリートブロック被覆のコンクリート基礎

被覆の構造がコンクリートブロックの場合のコンクリート基礎形状は、以下のとおりとする。

鋼矢板を設置する場合に配筋する。

(1)鋼矢板を設置しない場合 

(2)鋼矢板を設置する場合 

図 3.11.6 コンクリートブロック被覆の基礎形状 
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現場打ちコンクリート被覆のコンクリート基礎

被覆構造が現場打ちコンクリートの場合のコンクリート基礎形状は、以下を標準とする。

これは、「海岸保全施設の技術上の基準・同解説 平成 16年 6月（p3-48）」の最小値に基づい
て設定したものであるが、地盤条件等の現場条件により採用が困難な場合には、基礎工の安定計

算を行って形状を設定することができる。また、今次津波に耐えた近隣での施工実績により合理

的に説明できる場合には、1m×1mよりも大きな規模を採用可能とする。
なお、現場条件等により、これによりがたい場合にはこの限りではない。

(1)鋼矢板を設置しない場合         (2)鋼矢板を設置する場合 

図 3.11.7 現場打ちコンクリート被覆の基礎形状 

出典：「海岸保全施設の技術上の基準・同解説 平成 16年 6月」p3-48 
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(5) 傾斜型（傾斜式矢板併用）の構造検討 

堤防形式として傾斜式矢板併用を採用する場合は、土圧、水圧、地震力等の外力による転倒、滑

動等に対して十分安定した構造とする。

フローは以下のとおりである。また、代表的な構造は図 3.11.9に示す。

図 3.11.8 傾斜式矢板併用の検討フロー 
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基本条件

傾斜型（傾斜式矢板併用）の計算に用いる基本条件は、表 3.11.1のとおりである。

表 3.11.1 傾斜型（傾斜式矢板併用）における矢板式基礎の基本条件 
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仮設時・常時・地震時（レベル１耐震照査）

「災害復旧工事の設計要領」、「道路土工 仮設構造物工指針 平成 11年 3月」などを準拠して、
仮設時・常時・地震時（レベル１耐震照査）における矢板の規格と長さを設定する。

検討が必要なケース及び内容は、以下のとおりとする。

①仮設時：「道路土工 仮設構造物工指針 平成 11年 3月」に準拠
  ・必要根入れ深さ算出

  ・曲げ応力、せん断、水平変位の確認

②本設時－常時：「災害復旧工事の設計要領」に準拠（Changの式）
  ・必要根入れ深さ算出

  ・曲げ応力、水平変位の確認

③本設時－地震時（＝L1）：「災害復旧工事の設計要領」に準拠（Changの式）
・必要根入れ深さ算出

  ・曲げ応力、水平変位の確認

  ・地震動は「河川構造物の耐震性能照査指針・解説 平成 24年 2月」による

本設時の計算方法の詳細は、「災害復旧工事の設計要領」などに示されている。

所定の幅（W=2.0ｍ以上）の根固工が設置されている場合には根固工の高さの 1/2程度を受
動土圧として見込むことが出来る。

堤防の法面勾配は、「3.5.4 法勾配」に準じて事前に設定しておく必要がある。
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レベル２耐震照査

設定された矢板仕様を対象に、「河川構造物の耐震性能照査指針・解説 Ⅲ自立式構造の特殊堤

編 平成 24年 2月」に準じ、液状化の影響による土水圧を考慮して、矢板の応力度と変形量を照
査する。

「仮設時・常時・地震時（レベル１耐震照査）」で設定された矢板仕様を対象に、「河川構造

物の耐震性能照査指針・解説 Ⅲ自立式構造の特殊堤編 平成 24年 2月（p10～14）」に準じ、
液状化の検討結果に基づいた土水圧（矢板の変形の算定には土水圧の漸増成分、断面力の算

定には漸増成分と振動成分）を作用させ、矢板の応力度と変形を照査する。

矢板の応力度等が規定値を満足しない場合には、使用する矢板を変えて試算する。

採用可能な型式が複数ある場合には、施工費も含めた経済性によって決めることとする。

本設時－地震時（＝L2）：「河川構造物の耐震性能照査指針・解説 Ⅲ．自立式構造
の特殊堤編 平成 24年 2月（p10～14）」

・「仮設時・常時・地震時（レベル１耐震照査）」で決まった諸元の矢板に対す

る照査を実施

・曲げ応力（矢板に生じる応力度が、原則として地震時の割増しを考慮した許

容応力度以下であることを照査）

・矢板の変形に伴う堤防高（変形後の堤防高が、耐震性能の照査において考慮

する外水位を下回らないことを照査）

  ・矢板に作用する土水圧を基に、矢板の地震時挙動を算定する方法を適用

変形量解析

静的解析（ALID）により矢板を含めた堤防全体の解析を行い、矢板の応力度並びに地震後の
堤防天端高を照査する。ALID による解析結果の再現性が疑わしい場合には、動的解析（FLIP）
により照査する。

矢板を含めた堤防全体の変形を静的解析（ALID）により実施することで、矢板の応力度並
びに地震後の堤防高を評価する。

ALID による解析結果の再現性が疑わしい場合には、矢板を含めた堤防全体の変形を動的解
析（FLIP）により実施することで、矢板の応力度並びに地震後の堤防高を評価する。動的解
析に用いる地震動は、L2-1：想定宮城県沖連動型、L2-2：平成 7年兵庫県南部地震を用いる。

耐震対策

「4) 変形量解析」までの照査を行っても、矢板の応力度や堤防高が規定値を満足しない場合に
は、堤防の耐震対策を行う。

耐震対策は、「3.10.5 耐震対策」による。
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注）本図は傾斜型（傾斜式矢板併用）の考え方を示したもの

である。形状については該当する構造細目を参考にする

こと。

図 3.11.9 傾斜型（傾斜式矢板併用）の標準断面図 
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3.11.2 被覆の構造（傾斜堤及び直立堤の陸側盛土部） 

被覆厚については、海側（川表側）、陸側（川裏側）とも 50cmとする。
被覆の材料は、場所打ちコンクリートを原則とするが、資材調達等の理由から迅速な復旧・復興の

達成が困難である場合や、特別名勝松島等の景観への配慮が必要となる場合は、コンクリートブロッ

ク（2t型）とすることができるものとする。
なお、ブロック表面は粗面処理を標準とし、現場打ちを使用する場合には、ほうき目仕上げとする

ことを原則とする。

解説 

被覆の構造は、今次津浪の被災実態を踏まえ、海側・陸側ともに「海岸保全施設の技術上の基準 平

成 16年 6月（p3-36）」の表法構造に準拠し 50cmとする。
被覆材料については、経済比較で安価となる場所打ちコンクリートを原則としたが、工事の施工

期間の制約や景観への配慮、既設材料の有効活用が考えられる場合は、必要性の整理や経済比較を

行ったうえで、ブロックによる被覆を採用できるものとする。なお、厚さが異なるブロックを用い

る場合は、捨てコンクリートにより総厚を調整すること。

維持管理や海岸利用上における安全性の確保や景観への配慮を目的に、ブロック表面は粗面処理

仕様を標準とするが、不可視部は滑面ブロックを使用する。現場打ちを使用する場合には、ほうき

目仕上げとすることを原則とする。

(1)表面処理 

(2)粗面仕様の範囲 

図 3.11.10 表面の処理 

粗面仕様 滑面仕様
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(1) 法面被覆の構造 

被覆構造の詳細は、以下のとおりとする。

表 3.11.2 被覆構造 

※表：海側（川表側）、裏：陸側（川裏側）
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(2) 被覆の護岸ブロック性能 

被覆ブロックの性能は、以下のとおりとする。

表 3.11.3 護岸ブロックに求められる性能 

ブロック 性能 備考 

共通
海側

陸側

・厚さは 500mm以上。
・重量は 2.0t/個以上。
・連結金具を使用する場合にはΦ16mm以上とする。

不透過型

海側

・ブロック厚さは、最小部材 500mm以上。
・ブロック相互（上下左右）を連結金具で連結し、連結

部の空隙は間詰めコンクリートで充填する。

・二次コンクリート量は 0.05m3/m2以下とする。

・ブロックは隙間無く配置し、二次コンクリートの打設

により空隙を残さない形状とする。

陸側

・ブロック厚さは、最小部材 500mm以上。
・横断方向にかみ合わせ構造とする。

・ブロック相互（上下左右）を連結金具で連結し、連結

部の空隙は間詰めコンクリートで充填すること。

・二次コンクリート量は 0.03m3/m2以下とする。

・ブロックは隙間無く配置し、二次コンクリートの打設

により空隙を残さない形状とする。

・表面は凹凸のない平滑な仕上がりとする。（修景上、

表面を粗面仕上げとすることもできるが、段差を設け

てはならないものとする）

かみ合わせのイメージ

透過型 海側
・KD値を有する。
・ブロックは、組列配置とする。

陸側
・ブロック厚さは、最小部材 500mm以上。
・不透過型（陸側）に準ずる。
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(3) 被覆工と天端工等の連結方法 

被覆工がブロックの場合

被覆工と連結する天端工・基礎工、階段工は、以下のとおり一体化を図る。

国土技術政策総合研究所の技術速報において、「津波が堤防を越流した際に生じる負圧対策

として、天端工と被覆工の一体的な構造が考えられる」との発表がなされていることから、

天端工と被覆工及びそれを兼ねている構造物については連結し、一体化を図る。

連結金具はΦ16mm以上とし、連結位置や連結金具のコンクリートへの貫入量については、
使用するブロックの連結仕様を参考に適宜決定するものとする。

不透過構造の連結の有無 

①天端工と法面（表裏法の両方）は一体化を図る被覆構造とするため、被覆ブロック

との連結は必要。

②基礎工は被覆構造体ではないことから、被覆ブロックとの連結は不要。

③階段工は被覆構造体を兼ねていることから、被覆ブロックとの連結は必要。

④階段工は被覆構造体を兼ねていることから、天端工との連結は必要。

⑤基礎工は被覆構造体ではないことから、階段工との連結は不要。

⑥隔壁工と被覆ブロックは、構造分離を図る必要があることから連結は不要。

図 3.11.11 連結方法（不透過型 コンクリートブロック被覆）  
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透過構造の連結の有無 

①天端工と裏法（陸側）被覆は一体化を図る被覆構造とするため、被覆ブロックとの連結は

必要。

②表法（海側）被覆はブロック単体で安定する構造のため、被覆ブロックとの連結は不要。

③表法（海側）の階段工との連結は不要。

図 3.11.12 連結方法（透過型） 
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被覆工が現場打ちの場合

被覆工と連結する天端工・基礎工、階段工は、以下のとおり一体化を図る。

国土技術政策総合研究所の技術速報において、「津波が堤防を越流した際に生じる負圧対策

として、天端工と被覆工の一体的な構造が考えられる」との発表がなされていることから、

天端工と被覆工及びそれを兼ねている構造物については連結し、一体化を図る。

連結方法は、「3.11.1 基礎工」、「3.11.9 伸縮目地」に準拠する。

①天端工と法面（表裏法の両方）は一体化を図る被覆構造とするため、被覆工との

連結は必要。

②基礎工は被覆構造体ではないが、被覆工が現場打ちの場合には「3.11.1 基礎工」
に準じて連結を行う。

③階段工は被覆構造体を兼ねていることから、被覆工との連結は必要。

④階段工は被覆構造体を兼ねていることから、天端工との連結は必要。

⑤隔壁工と被覆工は、構造分離を図る必要があることから連結は不要。

図 3.11.13 連結方法（不透過型 コンクリート被覆） 
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(4) 被覆構造の例 

(1)不透過型（現場打ちコンクリート被覆工） 

(2)不透過型（コンクリートブロック被覆工） 

(3)透過型（捨石基礎、コンクリートブロック被覆工） 

図 3.11.14 直接基礎の構造の例 
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(1)不透過型（現場打ちコンクリート被覆工） 

(2)不透過型（コンクリートブロック被覆工） 

※矢板長は参考

図 3.11.15 矢板基礎の構造の例 
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3.11.3 天端工 

天端工のコンクリートの厚みは法面被覆部と同じく 50cmとする。表・裏法被覆工との打継ぎ目を
勾配変化点としないよう配慮する。伸縮目地は 5mおきに配置し、被覆工が現場打ちの場合について
は、被覆工の伸縮目地（10m間隔）と一つおきに一致させることを標準とする。
傾斜堤天端部の空洞化維持管理と津波越流時の揚圧力への対応として、点検孔は 5mピッチとする。

解説 

「平成 23 年東北地方太平洋沖地震及び津波により被災した海岸堤防等の復旧に関する基本的な
考え方」では、越流時の施設の破壊、倒壊までの時間を少しでも長くする、あるいは全壊に至る可

能性を少しでも減らすと記載されており、その対応として重量を増す（厚みを増す）ことが有効と

している。これらを踏まえ、天端工の厚みは、法被覆工と同じ被覆厚 50cmを確保するものとした。
「国総研技術速報No.1：粘り強く効果を発揮する海岸堤防の構造検討（第 1報）」では、模型実
験により、津波が堤防を越流する際、裏法肩付近で、越流水脈による静圧を大きく下回り、負圧が

発生し、ブロックの流出を引き起こす恐れがあるものとしている。その対策として、天端工と法肩

部分を一体化する構造を示しており、天端工の構造はこれに準じるものとした。

図 3.11.16 負圧に対する法肩部分の工夫案 

隔壁工の設置なども勘案し、伸縮目地は 5m間隔に配置して、被覆工の伸縮目地（10m間隔）と
一つおきに一致させることを標準とする。

天端工には、盛土の圧密に対する放置期間が十分確保できないことや空洞化による被覆の破損を

防止することなどから、5m ピッチで点検孔を設けることとする。なお、この点検孔は、津波来襲
時の堤体内水位上昇に伴う揚圧力対策として、堤体内空気の排気孔を兼ねる。

点検孔の材質はVUφ100とし、蓋は鋳鉄製キャップとする。

構造細目は以下のとおりとする。
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図 3.11.17 天端工の構造 

図 3.11.18 点検孔の平面配置 

5ｍ 5ｍ 
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図 3.11.19 点検孔標準図 
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3.11.4 波返工 

波返工は設置しないことを原則とする。

やむを得ず設置する場合は、直高 1m以内とし、波力に対して安全となるよう配筋する。

解説 

今次津波では、波返工（パラペット工）の多くが被災を受けたことを踏まえ、波返工は原則設置

しないこととした。やむを得ず設置する場合については、直高を 1m程度（「海岸保全施設の技術上
の基準・同解説 平成 16年6月（p3-58）」）とし、波力に対して安定する構造とする。
配筋の方法は、「海岸保全施設の技術上の基準・同解説 平成 16年 6月」によるものとするが、
配筋ピッチ及び鉄筋径については、波圧算定式により求められる外力に耐えうる構造とする。

図 3.11.20 波返工の構造例 

出典：「海岸保全施設の技術上の基準・同解説 平成 16年 6月」p3-59 

図 3.11.21 波返工の配筋例 

出典：「海岸保全施設の技術上の基準・同解説 平成 16年 6月」p3-59 
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3.11.5 排水工 

排水工は、裏法尻位置のみに配置することを基本とし、津波越流時に弱部とならないよう本体構造

と絶縁する。

排水工の規模は、越波量や降雨量を排水できる断面とし、最小断面は 300mm×300mmとする。

解説 

天端高が津波により決定される場合の排水工は、降雨による流量（堤体面積に降雨強度をかけた

排水量）から断面を設定する。

天端高が高潮により決定される場合の排水工は、越波量と降雨による流量のいずれか大きい方か

ら、断面を設定する。

堤体面積は、天端及び裏法の投影面積とする。

降雨強度は「道路土工 排水工指針 昭和 62年 6月」を用いることを基本とした。
排水工の最小断面は、維持管理を考慮し 300mm×300mmとする。
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3.11.6 ドレーン工 

堤内地側の地下水位が高く、水位が上昇した際に津波越流時のアップリフトによる堤防破壊が想定

される場合や、堤体内の液状化が想定される場合に、ドレーン工を設置する。

ドレーン工内には有孔管を配置し、法尻付近で排水管を設けるものとする。

解説 

ドレーン工は、地下水位、地盤条件、堤防構造を総合的に勘案して、下記のいずれかに該当する

場合に採用する。

表法、裏法ともに矢板基礎であり、堤体内に地下水がたまりやすい構造の場合。

堤体の設置地盤高が朔望平均満潮位以下の場合。

堤防直下が粘性土で堤体内に残留水位が発生する場合。

地下水位が高く自然浸透が困難な場合。

図 3.11.22 ドレーン工が必要なケース 

図 3.11.23 ドレーン工が不必要なケース 

ドレーンの構造は、「河川堤防の耐震対策マニュアル（暫定版） 平成 24年 2月」を参考にする
ことができる。また、ドレーン工の設置は、「図 3.5.2 傾斜型堤防の形式選定フロー」を参考にす
るものとする。
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「河川堤防の耐震対策マニュアル（暫定版）平成 24年 2月（p11～12）」によるドレーン工の標準
仕様は、以下のとおりである。

平均的な法面勾配が 4割未満の場合に設置する（実際の法面が、法尻付近で大きく欠損してい
る場合には適用できない）。

堤防への貫入量は、高さの 0.6倍とする（洪水時に堤防機能に悪影響を及ぼす恐れがある場合
には短くしても良い。）

高さは、堤防高の 0.2倍以上とする。ただし、上限は 2m、下限は 0.5mとする。
対策工には、透水性が高く、内部摩擦角が得られる材料を用いるものとする。

対策工の下に液状化が生じる堤体土がめり込んでいる場合は、これを除去し、上記材料などに

置き換える。

図 3.11.24 ドレーンの標準的な対策仕様 

出典：「河川堤防の耐震対策マニュアル（暫定版） 平成 24年 2月」p11,12 

ドレーン工の一例を以下に示す。

(1)正面配置図 

(2)詳細図 

図 3.11.25 ドレーン工の例 

案内図 

10ｍ 10ｍ

5.0ｍ以内 5.0ｍ以内 5.0ｍ以内

　　ドレーン工 　　ドレーン工

伸縮目地 伸縮目地 伸縮目地

基礎工

5
00
～
2
00
0

塩ビ管(VUφ75mm@5.0m以内)

吸出防止材
t=10

2%

ドレーン材
単粒砕石

有孔塩ビ管
VUφ100

裏込めコンクリート

遮水シート
t=11mm,(補強マット付き)
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※1：設計施工マニュアル（案） 平成 15年 4月

東北地方整備局 

※2：圧密沈下計算結果から、U=90％かつ残留沈

下10cm未満となる日数を考慮のこと。 

●圧密沈下対策が不要な地盤条件の場合 

堤防盛土は、コンクリート被覆下面の堤防盛土に、堤

防高に応じた標準的な余盛量※1 を加えて施工し、一定

の沈下収束後※2 に被覆範囲の盛土を掘削・撤去してコ

ンクリート被覆を行う。

●プレロード盛土が必要な地盤条件の場合 

プレロード盛土量は、コンクリート被覆を含めた完成

堤防断面に対して算出した上で、完成堤防断面範囲が全

て含まれるように盛土を施工し、圧密沈下収束後に被覆

範囲の盛土を掘削・撤去し、コンクリート被覆を行う。

3.11.7 堤防の余盛 

堤防の余盛は、以下のとおりとし、普通土を標準とする。

表 3.11.4 堤防余盛高 

堤体の土質 普通土 砂質土 

地盤の土質 普通土 砂、礫質土 普通土 砂、礫質土 

堤

高

3m未満 20 15 15 10 
3m以上～5m未満 30 25 25 20 
5m以上～7m未満 40 35 35 30 
7m以上 50 45 45 40 

（単位：cm）
出典：「設計施工マニュアル（案） 平成 15年 4月 東北地方整備局」p1-1-5 

解説 

余盛が必要な傾斜堤の被覆構造は、場所打ちコンクリート張やコンクリートブロック張である。

残留沈下が想定されない（圧密沈下対策が不要な）地盤条件の場合には、堤防高に応じた所定の

余盛量を加えて施工し、一定の沈下収束後に被覆範囲の盛土を掘削・撤去し、被覆工を配置する。

残留沈下が想定される地盤条件の場合には、被覆工と築堤部に空洞とこれに伴う破壊が想定され

たり、施設計画高不足となったりするため、プレロード盛土により、残留沈下量が所定値（圧密度

90 ％かつ残留沈下量 10cm 未満）となることを確認した後、被覆工を行う。圧密沈下が長期間に
わたると予想される場合には、沈下時間等を勘案して、必要な規模の対策を設定することができる。

図 3.11.26 「津波対策堤防の余盛の考え方 平成25年3月1日」 

3-99



3.11.8 隔壁工 

隔壁工は、概ね 50m毎に設置し、構造を絶縁する。
隔壁の構造は、矢板式とコンクリート式から適宜選定するものとする。

解説 

隔壁工は、津波や流水などの流耐力などにより堤防が侵食された場合にでも、その被害が最低限

度となって、他の区間に影響が波及しないようにする構造物である。

コンクリート方式を標準とするが、侵食による崩壊が予想される場合や透過型堤防と不透過型堤

防を接続する場合などには、矢板方式を含めて検討するものとする。なお、矢板方式の場合は、水

ミチ形成の要因となる場合もあるため留意する。

隔壁工の構造は、コンクリート方式は無筋コンクリート構造、矢板方式はひび割れ防止筋を配置

した構造とする。

「宮城県沿岸域河口部・海岸施設復旧における景観配慮の手引き 平成 24年 3月（p15）」では、
隔壁工を 10～20cm程突出した構造としているが、十分な前浜の幅が確保できない場合には、流水
や通常波浪により構造に影響を及ぼす可能性があるため、表法・裏法共に堤防被覆の表面と合わせ

た構造とすることができるものとする。

   矢板方式 

   コンクリート方式 

図 3.11.27 隔壁工 

出典：「設計施工マニュアル（案） 平成 15年 4月 東北地方整備局」
p1-2-28 
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3.11.9 伸縮目地 

延長方向の伸縮目地の設置間隔は 10m以内とし、横断方向の伸縮目地は 5m以内とする。
目地位置には、目地板、止水板、スリップバー（L=600mm、SUS、φ19、ctc500mm）を配置す
る。

(1) 目地板 

レベル１津波堤防及び海岸堤防の原形区間に使用する場合

樹脂発泡体（15倍）、厚 20mmとし、下表による。

表 3.11.5 目地板の規格 

復元率 90％以上 KDKS0607-1968による
圧縮荷重 0.15N/mm2以上 〃 50％圧縮時

硬度 40度以上 SRIS0101-1968スプリングかたさ試験
（加圧面接触時）

見かけ密度 0.06g/cm3以上

河川の原形復旧区間に使用する場合

現況で使用されている材料と同等以上。

樋門や樋管などの河川・海岸構造物に使用する場合

天然ゴム・スチレンゴム（一般合成ゴム）で、再生ゴム・ファクテクスその他不純物を含まな

い成型板とし、厚 20mmの下表による。

表 3.11.6 目地板の規格 

復元率 90％以上 KDKS0607-1968による

引張強度 2.0N/mm2以上
（20℃±10℃）JIS K 6301 加硫ゴム試験法に準
拠する。縦横とも満足すること。

硬度 50度以上 （20℃±10℃）JIS K 6301 
JIS硬度計 10sec以内

見かけ密度 0.3g/cm3以上

(2) 止水板 

レベル１津波堤防及び海岸堤防等の原形区間に使用する場合

塩化ビニル製止水板：CC300×7（センターバルブ型コルゲート）を標準とする。なお、配筋を
有する特殊堤については、鉄筋の最小かぶり厚の関係からCC200×5を採用することも可能とす
る。

樋門や樋管などの河川・海岸構造物に使用する場合

「樋門設計の手引き 平成 15年 3月」、「柔構造樋門設計の手引き 平成 10年 11月」などの技
術資料を参考に決定すること。
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解説 

コンクリートを現場打ちする場合、コンクリート収縮に伴う亀裂防止のために伸縮目地を設ける。

「海岸保全施設の技術上の基準・同解説 平成 16年 6月」では、過去の実績から、その間隔は 6
～10mが適当とされており、「設計施工マニュアル（案） 平成 15年 4月」では、延長方向の目地
間隔は 10m程度としている。
これらを踏まえ、延長方向の伸縮目地の配置間隔は 10mと設定した。なお、既設堤防が 10mよ
りも狭い間隔で目地が設置されている場合は、これを採用することができるものとする。横断方向

については、施工上及び沈下への追従性を考慮し 5m間隔とする。
目地構造は、地震時の離脱防止や津波越流時のめくれ防止対策としてスリップバーを設けること

を原則とした。スリップバーの長さはL=600mm（SUS、φ19、ctc500mm）を基本とする。

(1)伸縮目地の堤防への配置イメージ 

※図はイメージであり、実際の本数

を示すものではない。

(2)伸縮目地、スリップバーなどの配置 

図 3.11.28 目地の模式図 

スリップバー(赤線) 

伸縮目地 

施工継手 
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図 3.11.29 目地の構造 

3.11.10 施工継手 

施工条件により施工継手を設ける場合は、法面に直角になるように配慮し、継ぎ手鉄筋（D19、
L=1.0m）を 50cm間隔に設けるものとする。

図 3.11.30 施工継手の構造 

出典：「海岸保全施設の技術上の基準・同解説 平成 16年 6月」p3-35 

※図はイメージであり、本数や位置を示すものではない。

図 3.11.31 施工継手  

法表側 

スリップバー(赤線) 

伸縮目地 

施工継手 
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解説 

被覆工を現場打ちコンクリートとする場合、法面が長大になるため施工継手を設ける場合の細目

を記載した。

引き抜き力やせん断力に対する抵抗を上げることを目的とし、脆弱部とならないよう、施工継手

の長さは、「海岸保全施設の技術上の基準・同解説 平成 16年 6月」に示される最大値 1.0mを採用
する。鋼材の種類は、付着力及び経済性から、異型棒鋼とする。

設置間隔は、もたれ式擁壁の標準設計を参考に 50cmを標準とした。

3.11.11 小段工 

裏法に設置する小段については、設置しないことを原則とする。

解説 

被災実績を踏まえ、裏小段は、津波越流時に弱部となるため、維持管理上必要となる場合を除き

設置しないことを原則とした。

ただし、堤高が高く、維持管理上必要な場合は設置することができるものとする。
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3.11.12 階段工 

階段工の有効幅員は 2.0mを基本とし、河川や海岸の利用等を考慮する必要がある場合は必要幅を
算定のうえ適切な幅を設定することとする。

解説 

階段工の配置は、維持管理や河川・海岸の利用を考慮して 200m毎に 1カ所とする。河川管理施
設においては、左右岸で千鳥配置とし、100m 毎に設置されていることを基本とし、樋門・樋管な
どの管理用階段も考慮して計画するものとする。

傾斜堤の階段工は、以下を参考とすること。

図 3.11.32 傾斜堤階段工参考図 

直立堤の階段工は、以下を参考とすること。

階段 ：踏面げ高 0.2m、踏み幅 0.3m 
出典： 「港湾の施設の技術上の基準・同解説 平成 16年 6月（p1366）」参考

踊場 ：高さ 4.0m以内ごとに 1.5m幅を設ける。
出典： 「建築基準法施行令 第 24条」

「港湾の施設の技術上の基準・同解説 平成 16年 6月（p1366）」参考
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(1)平面図 

(2)側面図 

図 3.11.33 直立堤階段工参考図 
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3.11.13 坂路工・兼用道路 

(1) 坂路工 

坂路工の勾配・幅員・舗装構成は、その設置目的に応じて適宜設定するものとする。

解説 

坂路工は、堤防天端の管理用通路へのアクセスのみで使われる場合のほか、堤防天端が兼用道

路とされる場合など、その設置目的に応じて適宜設定する。

管理用として坂路を設ける場合は、「設計施工マニュアル（案） 平成 15年 4月」を参考とす
ること。なお、坂路工の構造は、天端工を準拠するものとする。

管理用坂路工について（「設計施工マニュアル（案） 平成 15年 4月（p1-1-11～1-1-12）」）
幅員

堤防の天端幅や坂路の利用を勘案して決定する。

隅切

W≦1.5m の坂路は、堤防天端の取り付け部に隅切を設ける。隅切の半径は、坂路中心線と堤

防との交角θと坂路の幅員とにより下記を標準とする。

30°＜ θ ≦ 60° R=1.5W 
60°＜ θ ≦ 100° R=2.5W 
100°＜ θ R=4.0W 
   ※W＜2.5mの場合は、一点破線のように隅切を直線として良い。

(1)坂路の取り付け 

   ※自動車が通行する場合は、W’=4.0mを標準とする。
(2)車両が通行する坂路 

図 3.11.34 坂路の平面形状について 

堤防天端取付け部における坂路の路面高

堤防天端取付け部における坂路の路面高は、堤防施工断面の肩と同じ高さとする。
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縦断勾配

縦断勾配の標準は、次のとおりとする。

1.0m ≦ W ＜ 1.5mの場合 i ≧ 10% 
2.5m ≦ Wの場合

隅切部分 i ≦ 3% 
その他部分 i ≦ 6% 

その他

坂路の法勾配は、堤防法勾配と同一とする。

(2) 兼用道路（堤防に併走する道路） 

堤防に併走する道路の勾配・幅員・舗装構成は、その設置目的に応じて適宜設定するものとする。

また、道路舗装や付属物は堤防定規断面外に設け、堤防構造に支障が生じないように配慮するもの

とする。

解説 

堤防に併走する道路を整備する場合は、道路舗装や付属物は堤防定規断面外に設けるものとす

る。また、舗装構成は、道路管理者との協議により決定するものとする。

形式

河川や海岸堤防に併走する道路は、堤防構造に支障を与えない構造とし、道路と堤防の相対的

な高さに応じて、以下に示す被覆形式から選定できるものとする。

表 3.11.7 堤防に併走する道路の被覆形式 

道路設置高 考え方 道路の被覆形式 

道路が低位部に設

置される場合

・堤防被覆と道路構造は完

全分離することを原則と

する。

完全分離型 

道路が比較的高い

位置に設置される

場合

・避難や救助・救援に使用

する道路については、堤

防との一体被覆を原則と

する。

一体被覆型 

・上記以外については、地

盤・施工条件や復旧期間

を考慮した上、一体被覆

と分離構造を選択でき

る。

完全被覆型 
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留意点など

完全分離型と一体被覆型の考え方、条件や留意点は次のとおりである。

表 3.11.8 完全分離型の構造と留意点など 

完全分離型 

基本事項 ・堤防は三面張り、道路は被覆工を設けない構造。

・施工は、堤防が先行。

・堤防上の道路は、占用物となる。

占用時の条件 ・残留沈下の影響により堤防本体に影響を与えないこと。（施工時も含む）

留意点 ・堤防被覆工と道路盛土境界において排水処理が必要。

・道路盛土にサーチャージが必要な場合は、沈下が予想されるので採用出来ない。

・現道が通行止め出来ない場合には、施工区域外に現道を切り廻す必要があり、用地の確

保が容易であることが望ましい。

表 3.11.9 一体被覆型の構造と留意点など 

一体被覆型 

基本事項 ・堤防は道路と一体で三面張り構造（堤防の被覆工・天端工に準拠する）。

・施工は、堤防と道路で一体施工。

・道路は、被覆の上に設置する。

・堤防上の道路は、占用物となる。

占用時の条件 ・道路付属物が堤防構造に支障とならないように配慮すること。

留意点 ・大規模な道路付属物を入れる場合は、路床盛土が必要。

・道路下部の空洞化確認が困難。
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3.11.14 防護柵工 

防護柵工は、「防護柵の設置基準・同解説 平成 20年 1月」に基づき設計するものとし、「改訂解説・
工作物設置許可基準 平成 10年 11月」に準拠して、防護柵の基礎は堤防の被覆を侵さないよう分離
構造とする。

解説 

(1) 歩行者自転車用柵 

堤防には、以下のいずれかを満足する場合に設けることができる。

被災前より防護柵が設置されている場合。

災害復旧に起因して設置が必要となる場合。

施設は、以下を標準とする。

防護柵の基礎は、堤防の弱体化を防止する目的から、必要最小限とする。「改訂解説・工作

物設置許可基準 平成 10年 11月 （P77～78）」。
転落防止柵は、歩行者・自転車の通行を想定し P 種とする。「防護柵の設置許可基準・同解
説 平成 20年 1月（p60）」。
高さ 1.1mは、「防護柵の設置許可基準・同解説 平成 20年 1月（p62）」による。
耐久性とメンテナンス性を考慮し、SUS材を基本とする。

(2) 車両用防護柵 

堤防天端が兼用道路として利用され、交通安全上特に必要と認められる場合は、協議によっ

て決定するものとする。「改訂解説・工作物設置許可基準 平成 10年 11月 （P77～78）」。
設計にあたっては、「防護柵の設置許可基準・同解説 平成 20年 1月」を準拠するものとす
る。

図 3.11.35 防護柵の基礎の例 
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3.12 原形復旧の特例 

原形高さに復旧する箇所で、現況施設の被災が軽微である場合は、構造細目によらず被災前の形状で

復旧できるものとする。

ただし、被災前が波返し付き構造の場合は、波返工の基準を参照すること。

解説 

被災が軽微な場合、これまでと同様の構造を採用できるものとした。

波返工については、被災を受けやすいため、新たな基準によるものとした。
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3.13 環境及び景観への配慮 

3.13.1 景観・環境・利用に対する配慮 

「宮城県沿岸域河口部・海岸施設復旧における環境等への配慮の手引き 平成 24年 3月」、「美しい
山河を守る災害復旧基本方針 平成 26年 3月」等を参考に、景観・環境・利用に関する配慮を行う。
また、「環境アドバイザー制度」を活用し、自然環境（動植物）への配慮事項について、各分野の

専門家・学識者より助言・指導に基づき、自然環境と共存した配慮を行うものとする。

解説 

(1) 配慮にあたっての基本的な考え方 

今回の震災に対する災害復旧は極めて緊急性が高く、事業を早期かつ着実に進めていく必要があ

り、復旧される堤防等の施設は、今後長期間にわたって供用され、地域の人々にとっては日常的に

接する施設となる。

このため、視覚的な景観のみならず、生態系等地域の環境にも十分に配慮し、地域と海岸・河川

との関係（利用性）や地域の個性、魅力が将来にわたり持続するよう努めるものとする。

図 3.13.1 まちづくりと連携した堤防利活用断面図イメージ 

出典：「宮城県沿岸域河口部・海岸施設復旧における環境等への配慮の手引き 平

成 24年 3月」p36 

図 3.13.2 寄せ土、寄せ石の概念図 

出典：「美しい山河を守る災害復旧基本方針 平成 26年 3月」p85 
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(2) 海岸の覆土の考え方 

海岸利用や環境への配慮、背後地のまちづくり計画等との調整により必要な場合に実施できるも

のとする。なお、覆土方法等は「宮城県沿岸域河口部・海岸施設復旧における環境等への配慮の手

引き 平成 24年 3月」等を参考に決定する物とする。

(3) 河川の覆土の考え方 

河川及び運河におけるレベル１津波堤防の堤防緑化は、「1) 堤防 L1 堤防の緑化の考え方」によ
るものとする。

覆土厚については目安を示しているが、コンクリート被覆上に覆土を行うことを基本としている

ことから、試験施工等を行いながら順応的に実施することとする。

河川 L1堤防の緑化の考え方

① 川表の覆土の考え方 

【河 川】

 ・河川環境や景観、利用の観点から、覆土を行うことを原則とする。

・現河床から自己流HWLを目安とし、覆土勾配は堤防勾配＋0.5を目安とする。
・水際部については、流水の作用で自然な水際に回復させるため、寄石や捨石等を施すこ

ととする。

【運 河】

・「貞山運河再生・復興ビジョン」の「貞山運河の景観デザイン計画」等との調整を図り

決定すること。

・上記により覆土方法に特に定めが無い場合は、堤防天端から捨石までを目安とし、覆土

勾配は堤防勾配+0.5を目安とする。

② 川裏の覆土の考え方 

【河 川】

 ・原則として行わない。

 ・町づくり計画等により覆土が必要な場合については、利用目的等により覆土方法を検討

することとし、工法については河川課と相談すること。

【運 河】

 ・「貞山運河再生・復興ビジョン」の「貞山運河の景観デザイン計画」等との調整を図り

決定すること。

 ・上記により覆土方法に特に定めが無い場合は、堤防天端から堤脚部までを目安とし、覆

土勾配は堤防勾配と同勾配で覆土厚 30㎝以上を目安をとする。
 ・ドレーン排水や法面の排水処理のため、かご等を設置すること。
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【参考】 河川の覆土例

【参考】 運河の覆土例

【参考】 川裏法尻の処理
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覆土材料について

① 川表の覆土材料について 

【平水位以下の覆土材】

・使用する覆土は、原則として現地で発生した河床材料を流用し覆土材とする。

なお、水際部には寄石（現地発生材）を配置し、水際に変化（アンジュレーション）を

持たせること。

【平水位以上の覆土材】

・使用する覆土は現地発生材を基本とし、現地の表土等を利用して覆土することとする。

・現地発生材が砂主体の土質で植生の回復が期待できない場合は、購入土と混ぜる等の工

夫を行うこと。

・塩害等で現地表土が使用できない場合は、購入土で施工することも可能とする。

② 川裏の覆土材料について 

・使用する覆土は現地発生材を基本とし、現地の表土等を利用して覆土することとする。

・現地発生材が砂主体の土質で植生の回復が期待できない場合は、購入土と混ぜる等の

工夫を行うこと。

・塩害等で現地表土が使用できない場合は、購入土で施工することも可能とする。

【参考】 平水位以下における覆土の最小厚

平水位もしくは朔望平均干潮位以下となる箇所については、ヨシ等の抽水植物の活着性を

高めるため、覆土厚 60cm以上を確保する。

出典：「続・水辺の環境学」

【参考】 平水位以上における覆土の最小厚

草本類の活着性を高めるため、覆土厚 30cm以上を確保する。

図 3.13.3 植物の大きさによる必要土量 

出典：「河岸を守る工法ハンドブック 平成 14年 10月」p200 
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3.13.2 特別名勝松島及び埋蔵文化財等への配慮 

特別名勝松島の指定区域内おける整備については、「特別名勝松島保存管理計画 平成 22年 3月 宮
城県教育委員会」に基づき、必要な手続きを実施するものとし、経済性等を考慮しながら必要な配慮

を行うものとする。

また、埋蔵文化財付近における整備については、「埋蔵文化財保護の手引き 平成 20年 4月 宮城県
教育庁文化財保護課」に基づき、必要な手続きを実施するものとし、経済性等を考慮しながら必要な

配慮を行うものとする。

解説 

特別名勝松島は、大正 12年3月 7日に史蹟名勝天然記念物保存法（大正 8年法律第 44号）によ
り名勝指定を受け、戦後の文化財保護法（昭和 25年法律第 214号）の施行により昭和 27年 11月
22日付けで特別名勝指定を受けている。昭和 36年のチリ地震津波によって大きな被害を受けたも
のの、昭和 40 年代前半までには概ねの海岸整備が完了している。なお、宮城県では、特別名勝松
島の適切な管理を行うために、昭和 51年 3月に保存管理計画を策定し、景観に配慮した施設整備
を進めている。

特別名勝松島の指定区域においては、文化庁等の協議により、景観に対する配慮を行うように求

められていることを踏まえ、擬石ブロックや化粧型枠を使用する等の対策を講ずることとするが、

対策工の採用にあたっては、必要性や経済性等を考慮し決定することとする。
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